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基本計画（第５次）中間案の内容について（新旧対照表） 

 新 基本計画（第 5 次）中間案  旧 基本計画（第 4 次 平成 2８年 3 月） 摘要 
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第１章 基本計画の改定に当たって 

 

第１節      策定の経緯 

宮城県民間非営利活動促進基本計画（以下「基本計画」という。）は，民間非営利活

動の健全な発展を促進する基本理念を定めるものとして議員提案により制定された

｢宮城県の民間非営利活動を促進するための条例｣（平成１０年宮城県条例第３６号。

以下「促進条例」という。）に基づき，宮城県民間非営利活動促進委員会での審議を経

て，平成１２年１０月に，民間非営利活動の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な計画として策定されました。 

 

第２節      改定の趣旨 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災で甚大な被害を受けた本県は，国内

外から多大なご支援をいただきながら，                      

                                       

                                       

                               県民，行政，企

業，ＮＰＯなど，多様な主体が総力を結集して，復旧にとどまらない抜本的な再構築

による「創造的な復興」の実現に向け，様々な取組を進めてきました。その結果，生

活に密着したインフラ整備や災害に強いまちづくりなどのハード面については，多く

の地域で取組が完了しました。一方で，被災者支援などのソフト面の取組については

今後も中長期的な対応が求められており，引き続き，被災した方への心のケアをはじ

めとした被災地へのきめ細かいサポートが必要とされています。 

また，人口減少や少子高齢化の進展に伴い，人手不足や経済規模の縮小，地域コミ

ュニティの機能低下など，社会を取り巻く環境が変化し，地域や個人の課題はますま

す多様化・複雑化しています。さらに，令和２年に国内での感染が明らかとなった新

型コロナウイルス感染症は，個人消費や企業収益，雇用情勢に多大な影響を与え，わ

たしたちの生活にも大きな変化をもたらしています。 

このように，社会構造の変化に対応するだけでなく，感染症の流行や度重なる自然

災害などの不測の事態にも対応できる地域社会の構築を目指すため，これまで以上に

多様な主体の参画，連携・協働の推進が必要となっています。 

ＮＰＯ活動は，社会全般に広がりを見せており，ＮＰＯが取り組む社会的・公益的

な活動に対する期待とその果たす役割は大きくなってきていますが，反面，自立した

運営を行う上で人材や資金等の課題を抱えている団体も多い状況にあります。一方

で，           様々な人たちのＮＰＯ活動への参加など，ＮＰＯ活動の

担い手が広がる可能性が高まってきています。 

こうしたＮＰＯ活動を取り巻く現状及び前回改定時からの環境の変化等を踏まえ

て，ＮＰＯ活動の一層の促進を図るため，基本計画の改定を行うものです。 

 

第３節 計画の期間 

  令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

第４節 基本計画におけるＮＰＯのとらえ方 

 

 １  ＮＰＯとは 
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第 1 章 基本計画の改定に当たって 

 

 １  基本計画の策定の経緯 

宮城県民間非営利活動促進基本計画（以下「基本計画」という。）は，民間非営利活

動の健全な発展を促進する基本理念を定めるものとして議員提案により制定された

｢宮城県の民間非営利活動を促進するための条例｣（平成１０年宮城県条例第３６号。

以下「促進条例」という。）に基づき，宮城県民間非営利活動促進委員会での審議を経

て，平成１２年１０月に，民間非営利活動の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な計画として策定されました。 

 

 ２  基本計画の改定の趣旨 

               東日本大震災で甚大な被害を受けた本県は，被災者

支援や復興まちづくりなどに全力で取り組んでいますが，現在は震災の影響により生

活・事業等に支障を来している方々への支援を更に充実していくとともに，本県の再

生に向けたインフラ整備等を充実させる「再生期」に，平成３０年度からは県勢の発

展に向けて戦略的に取組を推進していく「発展期」に当たっており，県民，行政，企

業，ＮＰＯなど 多様な主体が総力を結集しての                 

   「創造的 復興」の達成が求められています。また，人口減少や少子高齢化へ

の対応，安全・安心な地域社会づくりなど，地方創生に向けた取組の推進も求められ

ています。 

このように，社会を取り巻く環境の変化に伴い，地域や社会全体が抱える問題等が

多様化・複雑化している中で，これまでの行政や企業を中心とした制度や仕組みのみ

では限界があるため，ＮＰＯが取り組む社会的・公益的な活動に対する期待が高まっ

ています。                                   

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

ＮＰＯ活動は，社会全般に広がりを見せており，                 

          その果たす役割は大きくなってきていますが，反面，自立した

運営を行う上で人材や資金等の課題を抱えている団体も多い状況にあります。一方

で，いわゆるアクティブシニアや若い世代のＮＰＯ活動への参加など，ＮＰＯ活動の

担い手が広がる可能性が高まってきています。 

こうしたＮＰＯ活動を取り巻く現状及び前回改定時からの環境の変化等を踏まえ

て，ＮＰＯ活動の一層の促進を図るため，基本計画の改定を行うものです。 

 

 ３  計画の期間 

  平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。 

 

 ４  基本計画におけるＮＰＯのとらえ方 

 

（１） ＮＰＯとは 
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ＮＰＯは“Nonprofit Organization”の略であり，直訳すると，「非営利（営利を

目的としない）組織」となります。非営利組織には地方公共団体等も含まれますが，  

ＮＰＯは民間団体であることが前提とされているため，一般的には，「民間非営利組

織」と訳されています。ＮＰＯには，特定非営利活動法人を含む非営利の各種法人の

ほか，法人格を持たない任意の市民活動団体等が含まれます。 

ＮＰＯのうち，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づき法人格を

取得した団体を特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）と呼びます。この法律は，市民に

よる社会的・公益的な活動を行う団体のうち一定の要件を備えるＮＰＯに法人格を付

与し，かつ，情報公開を義務付けることによって，ＮＰＯの社会的な認知を促進する

と同時に，明確な社会的責任を担うことを定めたものです。 

 

 ２  ＮＰＯの特徴 

促進条例では，民間非営利活動は「営利を目的とせず，自発的に行う社会的・公益

的な活動」と定義され，また，民間非営利活動団体はＮＰＯを指すものとされ，「継続

的に民間非営利活動を行う団体」と定義されています。 

    この基本計画においては，ＮＰＯ活動を，「社会的な使命の達成を目的に，

市民が自主的・自発的に組織した社会的・公益的な活動」としてとらえ，このような

ＮＰＯ活動を行う団体としてのＮＰＯを対象とし，その特徴を，以下のとおりとらえ

ています。 

 

（１） 公益の実現を目指して活動している 

社会問題の解決や人々の幸せの追求など公益的な目的や使命（ミッション）を持ち

かつ，その実現のために活動を行っています。 

 

（２） 市民による自発性が原動力である 

市民が社会の一員としての責任を自覚し，      自ら社会の問題に気付き，

その解決策を考え，人々に働きかけて課題解決に取り組む自発性が，活動を継続して

いく原動力となっています。 

 

（３） 市民の参加によって運営されている 

ボランティアでの参加者をはじめ，問題を抱えた当事者や寄附等の提供者，ボラン

ティアで経営責任を負う人々など多くの市民の参加によって運営され，その組織内部

での統治（ガバナンス）によって成り立っています。 

 

（４） 行政や企業等から独立した意思決定をしている 

市民により内部での統治（ガバナンス）が行われる自治組織であることから，行政

や企業等から独立した意思決定を行い，自ら活動を組み立てています。また，ソーシ

ャルセクター※１の中心的存在として，公共領域における行政や企業の機能を補完し，

社会を変革する役割を担っています。 

 

（５） 利益の分配を追求しない事業体である 

社会的な目的や使命（ミッション）の実現に向けて，事業体として活動を継続する

ため，その費用を調達するための持続可能な仕組みを持っています。また，活動から

生じた利益は，特定の個人や組織には分配しません。 

 

以上のような特徴を備えたＮＰＯが，社会的なテーマや地域の課題に取り組み，多

くの市民の参加を得ながら，柔軟で機動的に，現場の実情に即した活動を行っていま
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ＮＰＯは“Nonprofit Organization”の略であり，直訳すると，「非営利（営利を

目的としない）組織」となります。非営利組織には地方公共団体等も含まれますが，

ＮＰＯは民間団体であることが前提とされているため，一般的には，「民間非営利組

織」と訳されています。ＮＰＯには，特定非営利活動法人を含む非営利の各種法人の

ほか，法人格を持たない任意の市民活動団体等が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

（２） ＮＰＯの特徴 

促進条例では，民間非営利活動は「営利を目的とせず，自発的に行う社会的・公益

的な活動」と定義され，また，民間非営利活動団体はＮＰＯを指すものとされ，「継続

的に民間非営利活動を行う団体」と定義されています。 

そして，この基本計画においては，ＮＰＯ活動を，「社会的な使命の達成を目的に，

市民が自主的・自発的に組織した社会的・公益的な活動」としてとらえ，そうした   

   活動を行う団体としてのＮＰＯを対象とし，その特徴を，以下のとおりとらえ

ています。 

 

 イ  公益の実現を目指して活動している 

社会問題の解決や人々の幸せの追求など公益的な目的や使命（ミッション）を持ち

かつ，その実現のために活動を行っています。 

 

 ロ  市民による自発性が原動力である 

   社会の一員としての責任を自覚した市民が，自発的に社会の問題に気付き， 

  解決策を考え，人々に働きかけて        組織を作り，活動を継続して

いく原動力となっています。 

 

 ハ  市民の参加によって運営されている 

ボランティアでの参加者をはじめ，問題を抱えた当事者や寄附等の提供者，ボラン

ティアで経営責任を負う人々など多くの市民の参加によって運営され，その組織内部

での統治（ガバナンス）によって成り立っています。 

 

 ニ  行政や企業等から独立した意思決定をしている 

市民により内部での統治（ガバナンス）が行われる自治組織であることから，行政

や企業等から独立した意思決定を行い，自ら活動を組み立てています。 

 

 

 ホ  利益の分配を追求しない事業体である 

社会的な目的や使命（ミッション）の実現に向けて，事業体として活動を継続する

ため，その費用を調達するための持続可能な仕組みを持っています。また，活動から

生じた利益は，特定の個人や組織には分配しません。 

 

以上のような特徴を備えたＮＰＯが，社会的なテーマや地域の課題に取り組み，多

くの市民の参加を得ながら，柔軟で機動的に，現場の実情に即した活動を行っていま

す。また，継続的な活動によって，様々なノウハウが蓄積され，人材が育ち，さらに

 

 

 

 

 

※旧基本計画第 1 章４

（３）「特定非営利活動法

人とは」を新基本計画第 4

節１「NPO とは」の後段

へ組替え 
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す。また，継続的な活動によって，様々なノウハウが蓄積され，人材が育ち， 更に

は人的ネットワークを構築し，専門性を備えることも可能となっており，ＮＰＯは社

会をよりよい方向に変革していく主体としての役割も大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３  基本計画の対象  

この基本計画の対象は，ＮＰＯ法人や任意の市民活動団体など，「市民が自主的・自

発的に組織した社会的・公益的な活動を行う団体」としてのＮＰＯを対象とします。 

よって，活動の内容に応じ，町内会や自治会等の地縁団体，公益法人，社会福祉法

人，協同組合等も   含まれます。また，一般社団法人や一般財団法人として社会

的・公益的な活動を行っている団体も増えていることから，これらの団体についても

対象に含むものとします。 
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は人的ネットワークを構築し，専門性を備えることも可能となっています。                    

 

 

（３） 特定非営利活動法人とは 

ＮＰＯのうち，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づき法人格を取

得した団体を特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）と呼びます。この法

律は，市民による社会的・公益的な活動を行う団体のうち一定の要件を備えるＮＰＯ

に法人格を付与し，かつ，情報公開を義務付けることによって，ＮＰＯの社会的な認

知を促進すると同時に，明確な社会的責任を担うことを定めたものです。 

 

（４） 基本計画の対象  

この基本計画の対象は，ＮＰＯ法人や任意の市民活動団体など，「市民が自主的・自

発的に組織した社会的・公益的な活動を行う団体」としてのＮＰＯを対象とします。 

よって，活動の内容に応じ，町内会や自治会等の地縁団体，公益法人，社会福祉法

人，協同組合等も対象に含まれます。また，一般社団法人や一般財団法人として社会

的・公益的な活動を行っている団体も増えていることから，これらの団体についても

対象に含むものとします。 
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第２章 ＮＰＯを取り巻く現状と課題 

 

第１節 ＮＰＯを取り巻く現状    

 

 １  地域コミュニティの希薄化  

地域コミュニティは，住民が互いに助け合う相互扶助の機能を有し，地域社会の基

盤となってきましたが，人口減少や少子高齢化による人口構造の変化，個人志向の高

まりや価値観の多様化等により，地域内の連帯感が薄れ，活力が低下するなど，地域

コミュニティの希薄化が懸念されています。また，東日本大震災の被災地においては，

これまでの地域コミュニティが崩壊し，新しい環境でのコミュニティの再構築が課題

となっています。 

このような中，地域社会におけるニーズや多様化・複雑化した課題を把握し，それ

らに対応するため，多様な主体が新たな担い手として活動することに大きな期待が寄

せられています。 

 

 

 

 

 ２  社会的・公益的な活動の担い手の広がり 

物の豊かさよりも，生きがいや自己実現など心の豊かさや，社会の役に立ちたいと

いう社会貢献に対する人々の関心が高まっています。 

社会的・公益的な活動に取り組む団体は，ＮＰＯ法人や市民活動団体のほか，一般

社団法人及び一般財団法人にも広がりをみせ，ソーシャル・ビジネス※１や企業の社会

的責任（ＣＳＲ）の一環として社会貢献活動に取り組む企業も多くなっています。  

                                            

また，ワーク・ライフ・バランス推進の観点から，働く人たちがＮＰＯ活動に参加

しやすい環境づくりが進められたり，高齢者     が長年培った知識と経験を社

会の中で活かせる場が整えられることにより，社会人がプロボノ※2 として活動に参加
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第２章 ＮＰＯを取り巻く環境の変化 

 

１ ＮＰＯを取り巻く環境の変化 

 

（１） 東日本大震災からの復興支援 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は，国内観測史上最大となるマグニ

チュード９．０の巨大地震と大規模な津波により，本県に未曾有の被害をもたらしま

した。被災地においては，震災直後から多くのＮＰＯがその機動性や専門性等を活か

した被災者支援などの活動を自発的に展開し，復興の進展に重要な役割を果たしてき

ました。県内外から多くのボランティアが参加したこれらの活動により，ＮＰＯ活動

やボランティア活動に対する市民の関心が高まり，その有効性・必要性が再認識され

ました。 

震災から５年が経過する現在も，被災地の心のケアや地域コミュニティの再構築な

ど，復興の本格化及び長期化に伴う様々な課題への対応において，ＮＰＯにはこれま

で以上に大きな期待が寄せられていますが，寄附や助成金の減少，ボランティアの減

少，県外から支援に入ったＮＰＯの撤退等の環境変化もあり，被災地のＮＰＯ活動を

巡る状況は大きく変化してきています。 

 

（２） 社会的・公益的な活動の担い手の広がり 

物の豊かさよりも，生きがいや自己実現など心の豊かさや，社会の役に立ちたいと

いう社会貢献に対する人々の関心が高まっています。 

最近では，                                

                                企業の社会

的責任（ＣＳＲ）の一環として社会貢献活動に取り組む企業も多くなっており，社会

人がプロボノ（※）として参加することについても，今後の進展が期待されています。 

また，ワーク・ライフ・バランス推進の観点から，働く男女 がＮＰＯ活動に参加

しやすい環境づくりが進められたり，アクティブシニアが長年培った知識と経験を社

会の中で活かせる場が整えられることにより，                 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ２ 章 １

（４）を新基本計画第２章

第１節１に組み替え。 
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するなど，社会的・公益的な活動の担い手の広がりを期待することができます。 

さらには，若い世代においても，ボランティア活動への参加のほか，ＮＰＯへの就

職や起業など，就労の受け皿としても，ＮＰＯに対する関心が高まってきています。 

※１ ソーシャルビジネス･･･社会問題の課題解決を目的として，ビジネスの手法を

活用して事業に取り組むことをいいます。 

※２ プロボノ･･･各分野の専門家が，職業上持っている知識・スキルや経験を活かし

て社会貢献するボランティア活動全般のことをいいます。 

 

 

 ３  行政とＮＰＯとの協働の拡大  

 住民ニーズの多様化や様々な社会的課題の発生により，現場の実情に即した柔軟か

つ機動的なサービスの提供が求められており，ＮＰＯは，従来の公共サービスでは十

分に対応できなかった課題に対して成果を上げるなど，その役割は大きくなっていま

す。 

 ＮＰＯは，       公の施設の指定管理者制度や業務委託などを通じて，行

政の    主要なパートナーとなってきており，よりよい地域社会づくりに向けて

それぞれの立場や特性を認めた上で 相互に補完し，お互いを尊重し合い協働するこ

とが求められています。                            

                    

 

 ４  東日本大震災を契機とした災害等に対する意識の高まり 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は，国内観測史上最大となるマグニ

チュード９．０の巨大地震と大規模な津波により未曾有の被害をもたらしました。 

被災地においては，震災直後から多くのＮＰＯがその機動性や専門性等を活かした被

災者支援などの活動を自発的に展開し，復興の進展に重要な役割を果たしてきまし

た。 

県内外から多くのボランティアが参加したこれらの活動により，ＮＰＯ活動やボラ

ンティア活動に対する市民の関心が高まり，その有効性・必要性が再認識されました。 

東日本大震災以降も各地で頻発する大規模な自然災害の被災地では，多くのＮＰＯ

やボランティアがこれまでの経験を活かして復旧・復興支援活動に取り組んでいま

す。 

さらに，東日本大震災を契機に，住民が互いに助け合いながら，地域の課題を主体

的，自立的に解決しようという意識が高まり，共助の精神に基づいた地域づくりの重

要性も再認識されています。 
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     社会的・公益的な活動の担い手の広がりを期待することができます。 

さらには，若い世代においても，ボランティア活動への参加のほか，ＮＰＯへの就

職や起業など，就労の受け皿としても，ＮＰＯに対する関心が高まってきています。 

 

※  プロボノ  

各分野の専門家が，職業上持っている知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボ

ランティア活動全般のこと      。 

 

 

（３） 行政とＮＰＯとの協働の拡大  

住民ニーズの多様化や様々な社会的課題の発生により，現場の実情に即した柔軟か

つ機動的なサービスの提供が求められており，住民サービスの提供主体としてＮＰＯ

に期待される                    役割は大きくなっていま

す。 

近年の行政改革における公の施設の指定管理者制度や業務委託などを通じて，ＮＰ

Ｏは行政の主要なパートナーとなってきており，行政とＮＰＯが          

それぞれの立場や特性を認めた上で，相互に補完し，お互いを尊重し合うことで，Ｎ

ＰＯには，本来のミッションの追求や政策提言など，ＮＰＯならではの機能の発揮が

期待されています。 

 

（４） 地域コミュニティの希薄化 

地域コミュニティは，住民が互いに助け合う相互扶助の機能を有し，地域社会の基

盤となってきましたが，少子・高齢化に伴う人口減少や価値観の多様化等により，地

域内の連帯感が薄れ，活力が低下するなど，地域コミュニティの希薄化が懸念されて

います。一方で，地域住民のニーズは多様化・複雑化しており，多様な主体が新たな

担い手として活動することに大きな期待が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ２ 章 １

（１）「東日本大震災から

の復興支援」を新基本計画

第２章第１節４に組み替

え 
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 ５ ＳＤＧｓ達成に向けた取組の広がり   ※新規 

 2015 年９月に国連で採択され，世界が合意した「持続可能な開発目標」

（Sustainable Development Goals = ＳＤＧｓ）は，全世界の共通課題である，貧

困や不平等・格差，テロや紛争，気候変動など様々な課題を 2030 年度までに解決

し，「誰一人として取り残さない」世界の実現を目指すために，１７のゴール，１６９

のターゲットを設定しています。 

 我が国では，ＳＤＧｓの実施を総合的かつ効果的に推進するため，2016 年 12 月

に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」を決定し，推進に向けた体制として

「ＮＰＯ・ＮＧＯ（Non Governmental Organization，非政府組織）や更には幅広

い地域住民，民間組織や地縁型コミュニティ組織もＳＤＧｓ実施の重要なパートナー

と位置づけ，効果的な連携を一層推進していく」こととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：ＳＤＧｓの１７のゴール 

 

６ 新型コロナウイルス感染症による社会の変化  ※新規 

新型コロナウイルス感染症は国内外の社会・経済に甚大な影響をもたらし，景気の

低迷等など厳しい状況が続くことが懸念されます。また，人と人との距離を確保し，

感染拡大を防ぐための様々な対策を日常生活に取り入れる「新しい生活様式」やテレ

ワーク，オンライン会議の開催による働き方の新しいスタイルなど，わたしたちの生

活意識や行動の変化が求められています。 

ＮＰＯにおいても，感染リスクを避けるため，活動を自粛したり，経済減退の影響

により事業収入が減少するなど，ＮＰＯ活動の継続に大きな影響を受けるとともに，

社会の変化に応じた活動が求められています。 

このような変化の中，様々な分野での社会的課題やニーズに対応するＮＰＯの役割

はますます重要となっており，その活動を継続するための支援も求められています。 
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（５） ＮＰＯをめぐる法制度等の整備 

イ 特定非営利活動促進法の改正等 

特定非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）について，平成２４年の改正により，

特定非営利活動の分野として３分野の活動が追加され２０分野に拡大されたことや，

申請手続の簡素化・柔軟化が図られたほか，２以上の都道府県に事務所を設置するＮ

ＰＯ法人はその主たる事務所の所在する都道府県（従来は内閣府）が，その事務所が

一つの指定都市区域内にのみ所在するＮＰＯ法人はその指定都市が，それぞれ所轄庁

事務を行うようになりました。 

また， 認定ＮＰＯ法人（※）への寄附者に対する税制上の優遇措置が拡充されたこ

とに加え，ＮＰＯ活動を寄附によって応援する取組として，新たな情報通信技術やツ

ールの普及によるクラウドファンディングなどの新しい寄附の事例が広がりつつあ

ります。 

ロ 中小企業信用保険法の改正 

中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）について，中小企業と同様に事

業を行い，地域の経済や雇用を担うＮＰＯ法人を信用保険の対象とする改正がなさ

れ，一定の条件を満たすＮＰＯ法人については，信用保証制度を利用することが可能

となりました。 

※ 認定ＮＰＯ法人  

ＮＰＯ法人のうち，広く市民から支援を受けていることなど一定の基準を満たすもの

として，所轄庁の認定を受けた法人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２章第１節５は新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２章第１節６は新規 
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第２節 宮城県におけるＮＰＯの    現状と課題 

 

 １  東日本大震災からの復興とＮＰＯ 

東日本大震災発生直後から，県内はもとより，県外・国外からも数多くのＮＰＯや

ＮＧＯ等が被災地に入るとともに，被災地においても新たなＮＰＯが数多く立ち上が

り，被災者支援や復興支援に向けたネットワークが形成され，被災者の心のケアや地

域コミュニティの再構築など様々な事業や取組が行われました。 

県内のＮＰＯ活動の現状を把握するため，平成３０年１２月に実施した「ＮＰＯ活

動実態・意向調査」（以下「実態調査」という。）では，東日本大震災関連の活動につ

いて，次のような現状が明らかとなりました。 

 

■東日本大震災関連の事業実施状況等について 

調査回答のあった 409 団体のうち東日本大震災関連の被災地・被災者支援活動を

「現在実施している」と回答した団体は 111 団体であり，現在力を入れている活動

分野は「まちづくりの推進（42.3%）」，「子どもの健全育成（37.8%）」の２分野が

多くなっています。また，一番力を入れている活動分野では「子どもの健全育成

（18.9%）」が最も多く，次いで「まちづくりの推進（14.4%）」，「高齢者福祉の増

進（12.6%）」の順となっています。 
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 ２  宮城県におけるＮＰＯを取り巻く現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２章第２節１は新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図2-1-1】東日本大震災関連支援活動の実施状況 【表2-1-1】東日本大震災関連支援活動の実施状況

　　　　　《H30》  N=409 　　　　　　　　《H30》  N=409

現在実施している 111 27.1%

過去実施していた 76 18.6%

実施していない 175 42.8%

無回答 47 11.5%

合計 409 100.0%

項目 回答数 構成比
現在実施し

ている

27%

過去実施し

ていた, 

19%

実施してい

ない

43%

無回答,  

11%
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■復興期間終了後も継続すべき活動について 

復興期間終了後も継続すべき活動についての意見（自由回答）としては，「コミュニ

ティ形成支援」，「孤立防止」，「被災者の心のケア」に関わるものが多く寄せられてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支援活動の内容について 

震災直後からの時系列順に傾向を見ると，「炊き出し」，「海岸等の清掃，瓦礫の片付

け」，「物資配布」，「被災者の生活を助ける支援」は減少傾向にあり，「子ども支援」，

「自治会活動への支援」，「コミュニティ・住民自治への支援」，「レクリエーションや

サロン等の活動への支援」などは増加傾向となっています。また，「被災者の孤立防

止」や「心と体の健康に関する保健・福祉分野の支援」，「ボランティア・団体のコー

ディネート」などは一定数が継続的に活動しています。 
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【表2-1-4】復興期間終了後も継続する必要がある活動（自由回答：ｷｰﾜｰﾄﾞ）

キーワード 回答数 構成比

「地域」 20 22.2%

「コミュニティ」 15 16.6%

「孤立」 10 11.1%

「生活」 9 10.0%

「子ども」 8 8.9%

「健康」 7 7.7%

「心のケア」 6 6.7%

「高齢者」 5 5.6%

「福祉」 5 5.6%

「防災」 5 5.6%

計 90 100.0%

《H30》

＜自由記述の内容（一部）＞

・コミュニティ支援 ・地域コミュニティづくり ・広域避難者の定住支援

・地域活性化事業 ・地域の自治力を維持していくための中間支援

・被災者の孤立防止 ・断酒会活動 ・健康増進に係る支援活動

・心と体の健康に関する保健，福祉分野の支援 ・次世代育成

・被災者の心のケア事業の通常の福祉 ・子育て支援への移行と相談事業の継続実施

・被災者の声の聞き取り ・震災遺児への支援 ・就労支援，漁業支援

・期間を決める必要はない，必要があれば続ける ・まちづくり

・子育てしやすい環境づくり ・海岸林再生

・ボランティア，団体のコーディネート ・復興公営住宅に住む高齢者の交流

・参加者への防災教育を含めたスタディツアー

　減少傾向の項目 （団体数） 　時期によらず多い項目 （団体数）

項目 A B C D 項目 A B C D

炊き出し 14 5 2 1 被災者の孤立防止 23 19 20 19

海岸等の清掃，瓦礫の片付け 12 6 5 4 心と体の健康に関する保健・福祉分野の支援 17 16 17 16

物資配布 23 9 4 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・団体のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 18 15 21 18

被災者の生活を助ける支援 21 20 15 8

　増加傾向の項目 （団体数）

項目 A B C D

子ども支援 27 28 36 37

自治会活動への支援 14 18 23 23

ｺﾐｭﾆﾃｨ・住民自治への支援 23 28 42 38

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｻﾛﾝ等の活動への支援 21 26 32 34

【表2-1-5】活動時期別東日本大震災関連支援活動の内容（複数回答可）《H30》   N=111

＜活動時期＞

A H23.3～H24.3.31

B H24.4.1～H27.3.31

C H27.4.1～H30.3.31

D H30.4.1～H30.11.30
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■支援活動を終えた理由 

 

復興関連事業を実施していた団体が支援の活動を終えた理由としては，「役割を終

えた（ニーズがなくなった）」，「事業全体の中での優先度が下がった」，「地元団体・他

団体に引き継いだ」などが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯの現場目線や柔軟性，機動性といった強みを活かした活動は，被災者支援や

復興支援において重要な役割を果たしてきましたが，復興の進捗状況に地域差が出て

いること，地域や被災者個人の課題が多様化していることから，今後もＮＰＯによる

きめ細かいニーズ把握や取組が必要とされています。 
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項目 回答数

① 役割を終えた 9

② 資金の不足 0

③ スタッフの不足 0

④ 行政の施策ができた 1

⑤ 地元団体・他団体に引き継いだ 5

⑥ 対象者がいなくなった 3

⑦ 専門性の不足 0

⑧ ニーズが分からなくなった 0

⑨ 事業全体の中での優先度が下がった 6

⑩ その他（自由回答） 12

※ 無回答 41

【表2-1-6】被災者・復興支援の活動を終えた理由（複数回答可 ）《H30》  N=76

＜その他の内容＞

・行政からの事業委託期間の終了 ・契約期間等の終了

・避難施設の撤去 ・担当者の死去 ・体制の再編成

・当初の支援活動は継続してはいないが，励ましや技術助言などの形で復興

支援を継続しているつもりである。

・学校が始まったため通常事業に戻した。

・対象地区の社会福祉協議会との連携には差が大きく他県や遠方からの物資

のみを送る方々が歓迎された側面もあります。

・同様の事業は継続しているが，復興支援を主目的とした事業をすることは

不要との判断による。

・記入した期間後も電話は受け付けている。
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 ２  宮城県内のＮＰＯの現状と課題 

県内のＮＰＯ活動の現状を把握するため実施した実態調査により，次のような現状

と課題が明らかになりました。 

 

■ＮＰＯ法人の財政（支出）規模について 

回答者のＮＰＯの財政（支出）規模については，100 万円未満の団体の割合が平成

２５年度の実態調査（以下「前回調査」という。）の 26.6％から 19.4％と低下して

いるのに対し，1,000 万円以上の団体の割合は 35.2％から 42.4％に上昇していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スタッフの状況について 

有給の常勤職員がいる団体の割合は 55.３％となっています。前回調査（42.5％）

と比較して有給の常勤職員を持つ団体の割合は増加しているものの，有給の常勤職員

がいないと回答した団体が４割弱を占めています。 
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（１） 宮城県内のＮＰＯの現状と課題 

県内のＮＰＯ活動の現状を把握するため，平成２５年１２月に実施した「ＮＰＯ活

動実態・意向調査」（以下「実態調査」という。）により，次のような現状と課題が明

らかになりました。 

 

■ ＮＰＯの財政（支出）規模については，１００万円未満の団体の割合が平成２０

年の実態調査（以下「前回調査」という。）の５３．４％から２６．６％と減少して

いるのに対し，１，０００万円以上の団体の割合は，１７．５％から２８．８％に

増加しています。 

これは，財政（支出）規模の小さいＮＰＯが依然として多い反面，介護サービス

に関する事業等を行うことにより，比較的財政（支出）規模が大きいＮＰＯが増え

ていることなどが考えられます。 

■ スタッフの状況については，有給の常勤職員がいる団体の割合は５１．８％とな

っています。前回調査（２５.４％）と比較して有給の常勤職員を持つ団体の割合は

倍増しているものの，依然として半数近くの団体については，有給の常勤職員がい

ない状況になっています。 

■ 事業活動上の課題については，「人材の不足」や「資金の不足」，「世代交代が進ま

ない」，「事業活動を効果的に広報・ＰＲできていない」を挙げる団体が多く，また，

組織運営上の課題についても，「人材の不足」や「運営資金の不足」，「新規会員がい

ない」ことを挙げる団体が多くなっています。 

■ 認定ＮＰＯ法人申請の意向については，「制度に関心はあるが，認定（仮認定）申

請の準備は進めていない」が４８．２％と最も多く，その理由としては，「現時点で

は，認定の基準を満たすことが難しい」，「日常業務で忙しいため認定申請に必要な

準備を行う時間がない」，「認定を受けたとしても，認定の有効期間中に基準を満た

す寄附金の受入が見込めない」といった理由が挙げられています。一方で，「既に認

定（仮認定）を受けている又は認定（仮認定）申請の準備を進めている」は１３．

０％にとどまっています。 

■ 東日本大震災関連事業（被災地・被災者支援の活動や復興関連事業）の実施の有

無については，「実施している」が４０．３％，「過去に実施していた」が１５．４％

となっています。また，実施している団体が行っている事業の内容をみると，「コミ

ュニティ支援」，「子ども支援」，｢文化活動への支援｣，｢心身の健康に関する支援｣な

どの割合が高くなっています。 

■ 過去５年間に協働したパートナーについては，「他のＮＰＯ」と「行政」が多くな

っており，「企業」や「大学・専門学校等の学術機関」などを含めると７０％以上の

団体に協働の実績がある一方で，協働のパートナーがいない団体も２０．２％あり

ました。また，協働の形態としては，「情報交換・意見交換」，「人的資源の提供」，

「事業の共催」，｢活動の場の提供｣の順で多くなっています。 

 

 これらのことから，多くのＮＰＯが，多様な主体と様々な形態で協働しながら活動

している実態が明らかになり，ＮＰＯ活動における協働の重要性を確認することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ２ 章 ２

（１）を新基本計画第２章

第２節２へ組み替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図2-2-1】ＮＰＯ法人の経常支出（特定非営利活動に係る事業）の比較（H30,H25)

100万円未満, 

19.4%

100万円以上

～1,000万円

未満, 20.3%

1,000万円以上, 

42.4%

無回答, 

17.9%

《H30》

100万円未満, 

26.6%

100万円以上

～1,000万円

未満, 23.3%

1,000万円以

上, 35.2%

無回答, 

14.9%

《H25》

【図2-2-2】団体の有給の常勤職員数の比較（H30,H25)

いない, 36.2%

いる, 55.2%

無回答, 8.6%

《H30》

いない, 39.5%

いる, 42.5%

無回答, 18.0%

《H25》
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■事業活動を促進させるために最も解決すべき課題について 

団体が事業活動を促進させるために最も解決すべき課題としては「資金（事業費）

の不足（24.4%）」，が最も多く，次いで「人材の不足（18.6%）」となっています。

また，組織運営を円滑に進めるために最も解決すべき課題についても「資金（事業費）

の不足（19.8%）」，「人材の不足（15.6%）」を挙げる団体が多くなっています。前

回調査でも資金不足，人材不足の２項目が，最も解決すべき課題となっています。 
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【表2-2-1】事業活動を促進させるために最も解決すべき課題（上位５位まで）比較（H30,H25)

1位 資金（事業費）の不足 100 24.4% 1位 資金（事業費）の不足 116 23.2%

2位 人材の不足 76 18.6% 1位 人材の不足 116 23.2%

3位 人材の世代交代が進まない 45 11.0% 3位 人材の世代交代が進まない 45 9.0%

4位
中長期的なﾋﾞｼﾞｮﾝ・戦略・事

業計画の不足
23 5.6% 4位

中長期的なﾋﾞｼﾞｮﾝ・戦略・事

業計画の不足
20 4.0%

5位
事業活動を効果的に広報・PR

できていない
18 4.4% 5位

参加する市民や利用者がなか

なか集まらない
18 3.6%

※ 無回答 69 16.9% ※ 無回答 100 20.0%

【表2-2-2】組織運営を円滑に進めるために最も解決すべき課題（上位５位まで）比較（H30,H25)

1位 資金（管理費）の不足 81 19.8% 1位 人材の不足 106 21.2%

2位 人材の不足 64 15.6% 2位 資金（管理費）の不足 94 18.8%

3位 人材の世代交代が進まない 53 13.0% 3位
新しい会員がなかなか入って

こない
47 9.4%

4位
新しい会員がなかなか入って

こない
20 4.9% 4位 人材の世代交代が進まない 37 7.4%

5位
中長期的なﾋﾞｼﾞｮﾝ・戦略・事

業計画の不足
19 4.6% 5位

組織の現状分析，課題を整

理・解決に導くためのﾉｳﾊｳの

不足

19 3.8%

※ 無回答 86 21.0% ※ 無回答 126 25.1%

回答数 構成比回答数 構成比項目

《H30》　N=409　　　　　　　　　　　　　　　　《H25》　N=501

項目 項目

項目

回答数 構成比 回答数 構成比

《H30》　N=409　　　　　　　　　　　　　　　　《H25》　N=501
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■専門家への相談状況について 

専門家への相談状況について，現在相談を行っている専門家は，前回調査と同様に

「会計・税務（公認会計士，税理士など）（45.2%）」が最も多く，前回調査の 39.7%

から 5.5 ポイント上昇しています。次いで「労務（社会保険労務士）（21.5%）」，「法

務（弁護士，司法書士，行政書士など）（18.6%）」となっています。今後相談したい

と考えている専門家については「資金調達（ファンドレイザーなど）（21.5%）」が最

も多く，次いで「会計・税務（公認会計士，税理士など）（21.0%）」，「広報（新聞記

者，その他ノウハウを持った個人や団体）（19.6%）」となっています。 
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【表2-2-3】相談している（できる）専門家（複数回答）比較（H30,H25)

1位
会計・税務（公認会計士，税理士な

ど）
185 45.2% 1位

会計・税務（公認会計士，税理士な

ど）
199 39.7%

2位 労務（社会保険労務士） 88 21.5% 2位
法務（弁護士，司法書士，行政書士な

ど）
96 19.2%

3位
法務（弁護士，司法書士，行政書士な

ど）
76 18.6% 3位 労務（社会保険労務士） 83 16.6%

4位
ＮＰＯﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（中間支援組織，その他

ﾉｳﾊｳを持った個人や団体）
69 16.9% 4位

ＩＴ利活用（ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ，その他ﾉｳﾊｳ

を持った個人や団体）
81 16.2%

5位
広報（新聞記者，その他ﾉｳﾊｳを持った

個人や団体）
54 13.2% 5位

ＮＰＯﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（中間支援組織，その他

ﾉｳﾊｳを持った個人や団体）
63 12.6%

※ 無回答 35 8.6% ※ 無回答 29 5.8%

※ 特にいない 132 32.3% ※ 特にいない 176 35.1%

【表2-2-4】今後相談したいと考えている専門家（複数回答）

1位 資金調達（ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｻﾞｰなど） 88 21.5%

2位 会計・税務（公認会計士，税理士など） 86 21.0%

3位
広報（新聞記者，その他ﾉｳﾊｳを持った

個人や団体）
80 19.6%

4位
ＮＰＯﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（中間支援組織，その他

ﾉｳﾊｳを持った個人や団体）
73 17.8%

5位
ＩＴ利活用（ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ，その他ﾉｳﾊｳ

を持った個人や団体）
68 16.6%

※ 無回答 98 24.0%

※ 特にいない 78 19.1%

構成比

回答数 構成比

《H30》　N=409　　　　　　　　　　　　　　　　《H25》　N=501

                                            《H30》　N=409

項目 項目

項目

回答数 構成比 回答数
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■活動資金の確保について 

今後より多くの活動資金を確保するにあたって必要であると考えていることにつ

いては，前回調査と同様に「行政・民間の補助金・助成金制度が拡充される（39.9%）」

が最も多く，次いで「団体の活動内容・運営状況等の積極的な公開・透明化による信

頼性の向上（32.0%）」，となっています。 
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【表2-2-5】活動資金を確保するために必要なこと（複数回答）比較（H30,H25)

1位
行政・民間の補助金・助成金制

度が拡充される
163 39.9% 1位

行政・民間の補助金・助成金制

度が拡充される
196 39.1%

2位

団体の活動内容・運営状況等の

積極的な公開・透明化による信

頼性の向上

131 32.0% 2位

団体の活動内容・運営状況等の

積極的な公開・透明化による信

頼性の向上

192 38.3%

3位

行政・民間から積極的に事業を

受託する 116 28.4% 3位

NPO法人が寄附を集めやすくな

る，市民が寄附をしやすくなる

環境が促進される

152 30.3%

4位

NPO法人が寄附を集めやすくな

る，市民が寄附をしやすくなる

環境が促進される

112 27.4% 4位

行政・民間から積極的に事業を

受託する 137 27.3%

5位
資金調達のﾉｳﾊｳを備えた人材を

育成する
91 22.2% 5位

資金調達のﾉｳﾊｳを備えた人材を

育成する
117 23.4%

※ 無回答 33 8.1% ※ 無回答 21 4.2%

項目 項目

《H30》　N=409　　　　　　　　　　　　　　　　《H25》　N=501

回答数 構成比 回答数 構成比
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■認定（特例認定）ＮＰＯ法人について 

認定ＮＰＯ法人※３申請の意向については,「制度に関心はあるが，認定（特例認定）

申請の準備は進めていない」が 40.0％で最も多くなっていますが，前回調査の

48.2%と比較すると，8.2 ポイント低下しています。また，「制度に関心がない

（20.3%）」の回答の割合は前回調査の 11.7％から 8.6 ポイント上昇しています。

認定ＮＰＯ法人申請をしない理由については,「現時点では,認定（特例認定）の基準を

満たすことが難しい（47.0%）」，「日常業務で忙しいため認定（特例認定）申請に必

要な準備を行う時間がない（35.8％）」，「会計や税務に関する専門的な知識を持った

スタッフが不足している（26.9％）」といった理由が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

※３ 認定ＮＰＯ法人･･･ＮＰＯ法人のうち，「広く市民から支援を受けている」，「活

動や組織運営が適正に行われている」，「より多くの情報公開が行われている」な

ど一定の基準を満たすものとして，所轄庁の認定を受けた法人をいいます。 
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【図2-2-3】認定（特例認定）NPO法人申請意向比較（H30, H25)

Ｈ

①, 10.2%

②, 40.0%

③, 20.3%

④, 14.0%

⑤, 3.6%

無回答, 11.9%

《H30》

①, 13.0%

②, 48.2%

③, 11.7%

④, 13.0%

⑤, 4.1%

無回答, 

10.0%

《H25》

① 既に認定を受けている又は認定申請の準備を進めている

② 制度に関心はあるが、認定申請の準備は進めていない

③ 制度に関心がない

④ 制度がよく分からない

⑤ その他

【表2-2-6】認定ＮＰＯ法人申請をしない理由（複数回答）比較（H30,H25)

団体数 構成比 団体数 構成比

現時点では認定（特例認定）の基準を満たすことが難しい 63 47.0% 93 52.2%

日常業務で忙しいため認定申請に必要な準備を行う時間がない 48 35.8% 58 32.6%

会計や税務に関する専門的な知識を持ったスタッフが不足している 36 26.9% 53 29.8%

現状では、認定ＮＰＯ法人になる必要性がない 33 24.6% 39 21.9%

まだ検討中の段階で認定申請の準備に至っていない 32 23.9% 48 27.0%

認定を受けたとしても認定の有効期間中に基準を満たす寄附金の受け入れ

が見込めない
27 20.1% 56 31.5%

認定の仕組みや基準を満たしているかどうかがよく分からない 16 11.9% 31 17.4%

その他 1 0.7% 4 2.2%

無回答 0 0.0% 1 0.6%

項目
H30 (N=134) H25 (N=178)
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■協働のパートナーについて 

 団体が過去５年間（平成２６年以降）に協働したパートナーについては「行政

（40.8%）」と「他のＮＰＯ（ＮＰＯ法人や任意団体を含む）（37.7%）」の二者が多

く，８割近くの団体に協働の実績がある一方で，協働のパートナーが「特にいない」

という団体が 24.9%と，前回調査の 20.2%より 4.7 ポイント上昇しています。ま

た，協働を希望する相手については，「行政（35.2%）」と「他のＮＰＯ（ＮＰＯ法人

や任意団体を含む）（31.1%）」に次いで「企業（25.9%）となっており，今後取り組

みたい事業については「事業の共催（37.4%）」，「事業の企画・立案等への参加

（34.5%）」，「情報交換・意見交換（32.0%）」の順で多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから，多くのＮＰＯが多様な主体と様々な形態で協働しながら活動し

ている実態が明らかになり，ＮＰＯ活動における協働の重要性を確認することができ

ます。一方で，協働を進めるためには，団体の組織運営や資金調達などの基盤強化へ
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【表2-2-7】過去５年間の協働パートナー（複数回答）比較（H30,H25)

1位 行政 167 40.8% 1位 他のNPO 213 42.5%

2位 他のNPO 154 37.7% 2位 行政 206 41.1%

３位 企業 56 13.7% ３位 企業 127 25.3%

4位 町内会などの地域団体 51 12.5% 4位 大学・専門学校等の学術機関 106 21.2%

5位 大学・専門学校等の学術機関 40 9.8% 5位 町内会などの地域団体 96 19.2%

※ 特にいない 102 24.9% ※ 特にいない 101 20.2%

※ 無回答 68 16.6% ※ 無回答 36 7.2%

【表2-2-8】今後協働を希望する相手（複数回答）比較（H30,H25)

1位 行政 144 35.2% 1位 行政 275 54.9%

2位 他のNPO 127 31.1% 2位 他のNPO 258 51.5%

３位 企業 106 25.9% ３位 企業 211 42.1%

4位 町内会などの地域団体 76 18.6% 4位 大学・専門学校等の学術機関 189 37.7%

5位 大学・専門学校等の学術機関 64 15.6% 5位 町内会などの地域団体 170 33.9%

※ 特にいない 45 11.0% ※ 特にいない 46 9.2%

※ 無回答 82 20.0% ※ 無回答 27 5.4%

《H30》　N=409　　　　　　　　　　　　　　　　《H25》　N=501

《H30》　N=409　　　　　　　　　　　　　　　　《H25》　N=501

項目 項目

項目回答数 構成比 回答数 構成比

回答数 構成比回答数 構成比

項目

【表2-2-9】今後取り組みたい協働の種類（複数回答）

事業の共催 153 37.4%

事業の企画・立案等への参加 141 34.5%

情報交換・意見交換 131 32.0%

事業の委託（施設の指定管理を含む） 94 23.0%

実行委員会・協議会への参加 23 5.6%

その他 27 6.6%

特にない 45 11.0%

無回答 117 28.6%

項目

　　　　　　　　《H30》　N=409

回答数 構成比
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向けた取組や，それらを支援する体制の構築が求められています。 

 

 

 ３  宮城県内のＮＰＯ支援施設の現状と課題 

① 現状 

県内には，ＮＰＯ   の活動を支援する拠点であるＮＰＯ支援施設が１３箇所に

設置されています。その活動内容に差異はありますが，情報の収集・提供や事務スペ

ース・会議室・作業室等の提供，相談の受付，市民とＮＰＯとのコーディネートなど

を行っており，各地域におけるＮＰＯ活動を促進する上で，重要な役割を担っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実態調査において,ＮＰＯ支援施設に期待するサービスや支援について尋ねたとこ

ろ，「活動の場の提供（貸室，設備等）（41.3%）」が最も多く，次いで「行政との連

携・協働を促進する事業の企画・実施（36.9%）」，「他のＮＰＯや市民活動に関心の

ある市民等との交流，連携・協働を促進する事業の企画・実施（33.5%）」，「団体の

組織運営，事業活動に役立つ情報の収集及び提供・発信（33.3%）」の順となってい
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（２） 宮城県内のＮＰＯ支援施設の現状と課題 

 

県内には，ＮＰＯ及びその活動を支援する拠点であるＮＰＯ支援施設が１２箇所に

設置されています。その活動内容に差異はありますが，情報の収集・提供や事務スペ

ース・会議室・作業室等の提供，相談の受付，市民とＮＰＯとのコーディネートなど

を行っており，各地域におけるＮＰＯ活動を促進する上で，重要な役割を担っていま

す。実態調査の結果では，宮城県民間非営利活動プラザを利用したことがある団体が

５３．９％，仙台市市民活動サポートセンターを利用したことがある団体が４３．３％

である一方で，利用したことがない団体も多く，その理由については，「地理的に遠

い」のほか，「どんなサービスや支援を提供しているかわからない」や「サービスや支

援の内容は知っているが，現在の団体の組織運営や活動状況からみて，利用する必要

性がない」を挙げる割合が高くなっています。 

上記２施設は，県内の代表的なＮＰＯ支援施設ですが，これら以外のＮＰＯ支援施

設についても同様の状況にあるものと考えられます。ＮＰＯ支援施設は，地域のＮＰ

Ｏ活動をサポートする重要な役割を担っていることから，各ＮＰＯ支援施設の組織強

化や機能，提供サービスの充実，認知度の向上，他のＮＰＯ支援施設とのネットワー

クの構築などを図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ２ 章 ２

（２）を新基本計画第２章

第２節３へ組み替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図2-3-1】県内NPO支援施設の配置図

①

③

⑤

⑧

⑩

②

④

⑥⑨

⑪

⑫

⑬

① 気仙沼市民活動支援センター

② 栗原市市民活動支援センター

③ とめ市民活動プラザ

④ 大崎市市民活動サポートセンター

⑤ 石巻市ＮＰＯ支援オフィス

⑥ 塩竈市協働推進室

⑦ 東松島市蔵しっくパーク

⑧ 多賀城市市民活動サポート

⑨ 仙台市市民活動サポートセンター

⑩ 名取市市民活動支援センター

⑪ 岩沼市市民活動サポートセンター

⑫ 白石市民活動支援センター

⑬ みやぎＮＰＯプラザ

⑦
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また，ＮＰＯ支援施設の利用状況について尋ねたところ，県が設置する宮城県民間

非営利活動プラザ（以下，「みやぎＮＰＯプラザ」という。）を利用したことがある団

体が 55.７%，仙台市が設置する仙台市市民活動サポートセンターを利用したことが

ある団体が 46.0%である一方で，利用したことがない団体も多く，その理由につい

ては，「地理的に遠い」のほか，「提供しているサービスや支援の内容は知っているが，

現在の団体の組織運営や活動状況からみて，利用する必要性がない」や「どんなサー

ビスや支援を提供しているかわからない」を挙げる割合が高くなっています。 
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【表2-3-1】NPO支援施設に期待するサービス・支援（複数回答）比較（H30,H25)

団体数 構成比 団体数 構成比

活動の場の提供（貸室，設備等） 169 41.3% 203 40.5%

行政との連携・協働を促進する事業の企画・実施 151 36.9% 208 41.5%

他のNPOや市民活動に関心のある市民等との交流，連携・協働を促

進する事業の企画・実施
137 33.5% 195 38.9%

団体の組織運営，事業活動に役立つ情報の収集及び提供・発信 136 33.3% 196 39.1%

企業との交流，連携・協働を促進する事業の企画・実施 132 32.3% 159 31.7%

団体の組織運営，事業活動を担う人材の育成及び能力開発のための講

座・研修等の企画・開催
115 28.1% 170 33.9%

NPOの活動状況等の情報の収集及び提供・発信 112 27.4% 167 33.3%

団体の組織運営，事業活動や他団体との協働等に関する相談支援 90 22.0% 109 21.8%

その他 11 2.7% 15 3.0%

特になし 47 11.5% 53 10.6%

無回答 50 12.2% 40 8.0%

項目
H30（Ｎ=409) H25（N=501)

【表2-3-2】利用したことのあるNPO支援施設（複数回答）比較（H30,H25)

団体数 構成比 団体数 構成比

みやぎNPOプラザ 228 55.7% 270 53.9%

仙台市市民活動サポートセンター 188 46.0% 217 43.3%

石巻市NPO支援オフィス 40 9.8% 41 8.2%

多賀城市市民活動サポートセンター 35 8.6% 31 6.2%

名取市市民活動支援センター 33 8.1% 11 2.2%

大崎市市民活動サポートセンター 29 7.1% 36 7.2%

とめ市民活動プラザ 19 4.6% 15 3.0%

気仙沼市民活動支援センター 16 3.9% 16 3.2%

栗原市市民活動支援センター 13 3.2% 11 2.2%

岩沼市市民活動サポートセンター 7 1.7% 7 1.4%

塩竈市協働推進室 6 1.5% 8 1.6%

白石市市民活動支援センター 4 1.0% 7 1.4%

みさと地域活動サポートセンター 2 0.5% 4 0.8%

無回答 158 38.6% 364 72.7%

項目
H30（Ｎ=409) H25（N=501)
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② 課題 

前回調査では，みやぎＮＰＯプラザを利用したことがある団体が 53.9%，仙台市

市民活動サポートセンターを利用したことがある団体が 43.3%で，利用状況は両施

設とも微増していますが，ＮＰＯ支援施設は，地域のＮＰＯ活動をサポートする重要

な役割を担っていることから，各ＮＰＯ支援施設の組織強化や機能，提供サービスの

充実，認知度の向上，他のＮＰＯ支援施設とのネットワークの構築などを図っていく

必要があります。 

 

 

 ４ 宮城県の施策の現状と課題 

現在，県がＮＰＯ活動を促進するために行っている主な施策とその課題は，次のと

おりです。 

 

（１） みやぎＮＰＯプラザの運営 

① 現状 

県内全域のＮＰＯ活動を総合的に促進するための中核機能拠点として，平成１３年
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（３） 宮城県の施策の現状と課題 

現在，県がＮＰＯ活動を促進するために行っている主な施策とその課題は，次のと

おりです。 

 

イ 宮城県民間非営利活動プラザの運営 

県内全域のＮＰＯ活動を総合的に促進するための中核機能拠点として，平成１３年

４月から宮城県民間非営利活動プラザ（以下「みやぎＮＰＯプラザ」という。）を設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ２ 章 ２

（３）を新基本計画第２章

第２節４へ組み替え 

 

 

 

 

 

【図2-3-2】みやぎNPOプラザの利用経験の比較（H30, H25)

55.7%

38.1%

6.1%

53.9%

39.3%

6.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

ある ない 無回答

Ｈ３０（N=409） Ｈ２５（N=501)

【表2-3-3】みやぎNPOプラザを利用しない理由（複数回答）比較（H30,H25)

団体数 構成比 団体数 構成比

地理的に遠い 76 48.7% 104 52.8%

提供しているサービスや支援の内容は知っているが，現在の団体の組

織運営や活動状況からみて，利用する必要がない。
52 33.3% 39 19.8%

どんなサービスや支援を提供しているのか分からない 36 23.1% 59 29.9%

利用したいサービスや支援がない 16 10.3% 21 10.7%

その他 7 4.5% 11 5.6%

無回答 8 5.1% 17 8.6%

項目
H30（Ｎ=156) H25（N=197)
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４月にみやぎＮＰＯプラザを設置しており，平成１７年４月からは，利用者のニーズ

に即したきめ細かなサービスを提供するため，ＮＰＯを指定管理者とする指定管理者

制度を導入しています。 

現在，みやぎＮＰＯプラザでは，各地域のＮＰＯ支援施設と連携しながら，ＮＰＯ

活動の紹介や交流イベント，マネジメント講座等の開催，事務ブースや会議室の貸出

し，助成金やイベント等に関する情報発信などの事業を実施しています。 

 

 ② 課題 

 指定管理者制度の導入により，みやぎＮＰＯプラザの年間利用者数は導入前と比べ

て大きく増加したものの，平成２６年度以降は減少傾向にあります。また，みやぎＮ

ＰＯプラザが入居する榴ヶ岡分室庁舎（仙台市宮城野区）は，昭和４３年に宮城県図

書館として開館後，築５３年が経過し老朽化が進んでいます。施設の不具合について

はその都度対処しているものの，大きなサービスの低下や施設の利用制限を余儀なく

される事態の発生が懸念されています。 

地域のＮＰＯ支援施設は１２の市が設置していますが，県内全域に設置されている

とは言えない状況にあることから，みやぎＮＰＯプラザには，県のＮＰＯ活動促進の

拠点としての情報提供や各種事業の実施等はもとより，地域のＮＰＯ支援施設とのネ

ットワークを活用した事業実施やＮＰＯ支援施設のない地域での事業実施，ＮＰＯ支

援施設の設置促進の働きかけなどが求められています。 

 

（２） 活動資金の支援 

① 現状 

東日本大震災以降，ＮＰＯ等が行う被災者支援や被災地の復興支援活動を促進する

ために必要となる活動資金の支援を行っています。 

震災から１０年が経過しましたが，被災した方々の心の復興や地域コミュニティの

再構築には地域差があり，中長期的な取組が必要とされています。ＮＰＯ等による取

組は，復興・被災者支援において重要な役割を果たしてきましたが，被災者を取り巻

く課題は，多様化・複雑化しており，ＮＰＯ等のきめ細かな支援と蓄積されたノウハ

ウに，引き続き，大きな期待が寄せられています。 

 

 ② 課題 

被災した方々の心の復興や被災地における様々な課題への対応など，復興・被災者

支援の継続が求められています。今後もその担い手として，ＮＰＯ等には重要な役割

を期待されていることから，復興・被災者支援に必要な活動資金の支援を継続できる

よう検討していく必要があります。 

また，実態調査では，「資金不足」を訴える団体が最も多いことから，ＮＰＯの資金

調達を支援する取組についても推進する必要があります。 

 

（３） 県税の優遇措置 

① 現状 

ＮＰＯ法人の設立の促進と経済的自立を促すため，「特定非営利活動法人に対する

県税の課税免除に関する条例」（平成１３年宮城県条例第４０号）に基づき，県税の優

遇装置を講じています。 

「地方税法施行令」（昭和２５年政令第２４５号）第７条の４の収益事業を行わない

ＮＰＯ法人に対する法人県民税の均等割を免除するほか，収益事業を行うＮＰＯ法人

についても一定の要件を満たす場合，最初の３箇年を限度に法人県民税の均等割を免

除しています。また，ＮＰＯ活動の用に供するための不動産や自動車を無償で取得し
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しており，平成１７年４月からは，利用者のニーズに即したきめ細かなサービスを提

供するため，ＮＰＯを指定管理者とする指定管理者制度を導入しています。 

現在，みやぎＮＰＯプラザでは，各地域のＮＰＯ支援施設と連携しながら，ＮＰＯ

活動の紹介や交流イベント，マネジメント講座等の開催，事務ブースや会議室の貸出

し，助成金やイベント等に関する情報発信などの事業を実施しています。 

地域のＮＰＯ支援施設については，数は増えてきているものの，県内全域に設置され

ているとは言えない状況にあることから，県のＮＰＯ活動促進の拠点としての情報提

供や各種事業の実施等はもとより，地域のＮＰＯ支援施設とのネットワークを活用し

た事業実施やＮＰＯ支援施設のない地域での事業実施，ＮＰＯ支援施設の設置促進の

働きかけなどが求められています。 

 

ロ 活動資金の支援 

ＮＰＯ等が行う東日本大震災の被災者の支援や被災地の復興支援活動を促進する

ため，必要となる活動資金の支援を行っています。復興の本格化及び長期化に伴う

様々な課題への対応においては，ＮＰＯに大きな期待が寄せられていることから，今

後も活動資金の支援を継続する必要があります。 

 

ハ みやぎＮＰＯサポートローン 

ＮＰＯの活動資金を融資するため，金融機関との連携により，地方公共団体等の委

託事業や補助事業を行うＮＰＯ法人に対して，委託金などが交付されるまでの「つな

ぎ資金」を低利・無担保で貸付けています。 

しかし，各年度の融資実績が低い水準にあることから，制度のＰＲ強化を図るととも

に，より利用しやすい制度としていく必要があります。 

 

ニ 県税の課税免除 

ＮＰＯ法人の設立の促進と経済的自立を促すため，特定非営利活動法人に対する県

税の課税免除に関する条例（平成１３年宮城県条例第４０号）に基づき，地方税法施

行令（昭和２５年政令第２４５号）第７条の４の収益事業を行わないＮＰＯ法人に対

する法人県民税の均等割，不動産取得税，自動車税及び自動車取得税の課税を免除し

ています。 

課税免除の件数と金額は年々増加し，財政的支援として定着しつつあることから，

今後も継続する必要があります。 

 

ホ 県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業 

ＮＰＯ活動の拠点を提供するため， 県が保有する遊休施設の公募による貸付けを

行っており，６つの施設を貸し付けています。 

実態調査によると，活動上の問題点として，活動の場の不足を挙げる団体が多いこ

とから，市町村にも情報やノウハウの提供等を行うことにより，ＮＰＯ活動の拠点づ

くりに取り組んでいく必要があります。 

 

ヘ ＮＰＯとの協働 

県職員がＮＰＯについての基礎知識を習得し，ＮＰＯとの協働を実践するため，協

働に関する研修を行っています。また，ＮＰＯ推進事業発注ガイドラインを作成し，

県の事業についてＮＰＯへの業務委託を推進しています。 

こうした取組などにより，県とＮＰＯとの協働の件数は年々増加していますが，こ

れまで以上にＮＰＯに対する理解を促進するとともに，政策の様々な過程でＮＰＯと

の協働を模索し，実践する方策を検討していく必要があります。 
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た場合に，不動産取得税，自動車税・軽自動車税（環境性能割）を免除しています。 

さらに，福祉を担うＮＰＯ法人や環境保全を図る活動（ナショナル・トラスト活動）

を行うＮＰＯ法人に対する課税免除を行っているほか，認定ＮＰＯ法人への寄附の促

進のための個人住民税の寄附金控除など，ＮＰＯ法人の活動を支援するための優遇策

を講じています。 

 

 ② 課題 

課税免除の件数と金額は横ばいで推移しており，前回調査から大きな変化はありま

せんが，県税の課税免除は定着しており，財政的支援として一定の効果があると考え

ます。 

ＮＰＯ法人への寄附を促すことにより，ＮＰＯ法人の活動を支援するため，寄附金

控除等の県税の優遇措置について，広く周知されるようその情報発信が求められま

す。 

 

（４） 県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業 

① 現状 

ＮＰＯ活動の拠点を提供するため，県が保有する遊休施設の貸付けを行っていま

す。現在，用途を廃止した校舎や宿舎など５つの施設について貸付けを実施しており，

ＮＰＯの活動拠点として利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 課題 

 貸付けを行っている施設の数が少なく，事業の効果が限定的となっています。各施

設については，施設の老朽化による不具合があるものの，それぞれのＮＰＯの活動の

場として有効に利用されており，新たに貸し付けできる施設の確保が課題となってい

ます。県が所有する施設には限りがあるため，市町村においてもＮＰＯ活動の拠点づ

くりに取り組むことが期待されます。 

 

（５） プロボノによるＮＰＯの支援・運営基盤強化  ※新規 
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ト 宮城県民間非営利活動促進委員会 

促進条例に基づき，学識経験者やＮＰＯ関係者などの委員により構成される宮城県

民間非営利活動促進委員会が設置されています。 

この委員会は，民間非営利活動の促進に関する基本的な事項を調査・審議し，知事に

意見を述べることができるとされており，毎年度の県のＮＰＯ活動の促進に関する施

策の実施状況の審議などを行っています。 

引き続き，委員会において，ＮＰＯに関する県の施策の充実に向けた議論を行ってい

く必要があります。 

 

チ 宮城県ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議等 

ＮＰＯ活動を促進する県庁内の体制として，ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議及び

その幹事会を設置するとともに，ＮＰＯパートナーシップ推進員を配置しています。 

ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議は，ＮＰＯに関する県の施策の総合的な調整と決定

を行う組織であり，ＮＰＯ推進事業の選定やＮＰＯ活動に関する施策の全庁的な調整

を行っています。また，ＮＰＯパートナーシップ推進員は，ＮＰＯと行政との協働を

推進するため，各部局に配置しており，各部局内のとりまとめを行っています。 

県の事業のＮＰＯへの業務委託など県とＮＰＯとの協働の実績は年々増加してい

ますが，今後，実施方法等について所要の見直しを行いながら，全庁的な協働のより

一層の推進に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

（４） 市町村の施策の現状と課題 

県内市町村のＮＰＯ活動に対する支援状況を把握するため，平成２７年８月に実施

した「ＮＰＯ活動促進に係る市町村調査」によると，業務委託や共催，実行委員会形

式などにより，ＮＰＯとの協働を行っている市町村は２６団体となっています。 

一方，ＮＰＯ活動の促進に関して，条例を制定している市町村は４団体，また，基本

方針を策定している団体は７団体にとどまっています。 

さらに，パートナーシップ形成のために取り組むべき課題に「行政職員の理解」を

挙げた市町村が最も多い反面，職員の理解促進の取組については，２２団体が「特に

行っていない」としています。 

なお，協働に当たってＮＰＯに求めることについては，「企画提案・実践の能力」や「安

定した組織運営」，「専門知識等」などマネジメント能力の向上を挙げる市町村が多く

なっています。 

行政とＮＰＯとの協働がこれまで以上に重要となる中で，市町村においても，ＮＰ

Ｏとの協働を推進することが必要であり，県としても，ＮＰＯと市町村との協働推進

に向けて，情報提供や意見交換など，市町村のニーズに応じた支援を行うことが必要

になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図2-4-1】宮城県民間非営利活動施設（１～６号）位置図　　※５号はH31.3.31に廃止したため欠番

◎

◎

◎

◎

◎

宮城県民間非営利活動施設第１号

（旧仙台高等技術専門学校幸町庁舎）

宮城県民間非営利活動施設第２号

（旧岩沼警察署長庁舎）

宮城県民間非営利活動施設第３号

（旧山元養護学校職員宿舎）

宮城県民間非営利活動施設第４号

（旧宮城野婦人寮）

宮城県民間非営利活動施設第６号

（旧白石高等学校校長宿舎）
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① 現状 

多様化・複雑化する地域課題に対応するため，自主的に課題解決に取り組むＮＰＯ

の活躍が期待されていますが，依然として人材不足や資金の獲得が課題となっている

団体も多く，運営基盤の強化が必要となっています。このようなＮＰＯを支援するた

め，Ｗｅｂデザインやマーケティング，会計・税務知識など，社会人が職業上のスキ

ルや専門的知識を活かしてボランティア活動を行う「プロボノ」の普及啓発を進めて

います。 

 

 ② 課題 

プロボノはＮＰＯの運営基盤強化としてだけでなく，企業や行政にとっても人材育

成に有効だと言われていますが，一部の企業を除いてまだ普及しているとは言えませ

ん。プロボノが促進されることで，社会人が自身のスキルやノウハウ等を地域社会に

還元するだけでなく，様々な地域課題に取り組む人々と出会い，共に活動することで

ネットワークが生まれ，活動等で得た発見や充実感が本業で役立つという好循環をも

たらします。プロボノを広く浸透していくためには，特に企業に対し，従業員のプロ

ボノ参加の理解の促進が求められるとともに，働き方改革などを通じた環境づくりが

期待されます。 

 

（６） ＮＰＯとの協働 

① 現状 

ＮＰＯは行政の主要なパートナーであり，庁内の多くの部署で，ＮＰＯとの連携・

協働による事業を展開しています。 

情報交換や意見交換，政策・企画立案への参画，事業協力や共催・後援，補助・助

成，業務委託などを行っているほか，ＮＰＯについての基礎知識を習得し協働を実践

するため，県職員を対象とした研修を実施しています。また，ＮＰＯと県とのパート

ナーシップの確立を目指し，「ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン※４」を作成し，発注

手続きの適正化を図り，県の事業についてＮＰＯへの業務委託を推進しています。 

※４ ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン･･･「①地域に根ざした活動」，「②コミュニテ

ィビジネスの展開や地域の雇用創出等の効果が期待できる」，「③ＮＰＯ支援・促進

のため象徴的・モデル的に実施することが望ましい」等，ＮＰＯの特質である，自

主性・個別性・先駆性等が必要とされ，特にＮＰＯが実施することが適切であると

認められる事業を選定しており，選定されると契約保証金の免除や，予定価格の事

前公表，前払制度及び概算払制度の活用などのメリットがあります。 

 

② 課題 

令和元年度に実施した「ＮＰＯ活動促進に係る庁内調査」によると，ＮＰＯとの協

働を行った部署については，殆どが「各事業の目的達成等の成果が得られた」と回答

していますが，県とＮＰＯとの協働の実績件数は，過去３年間において横ばいで推移

しています。また，業務委託における「ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン」の活用に

ついては，「全く考慮していない」との回答が半数を占めていたことから，今後もガイ

ドラインの活用のメリットについて職員への周知を図る必要があります。 

ＮＰＯとの協働をより一層推進するため，引き続き，ＮＰＯに対する理解を促進す

るとともに，協働による成果などの好事例について情報発信し，ＮＰＯとの協働に向

けた取組を検討する機会を創出するなど，全庁的に取り組んでいく必要があります。 
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（７） 宮城県ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議等の設置 

① 現状 

ＮＰＯ活動を促進する県庁内の体制として，ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議及び

その幹事会を設置するとともに，ＮＰＯパートナーシップ推進員を配置しています。 

ＮＰＯ活動促進庁内連絡調整会議は，ＮＰＯに関する県の施策の総合的な調整と決定

を行う組織であり，ＮＰＯ推進事業の選定やＮＰＯ活動に関する施策の全庁的な調整

を行っています。また，ＮＰＯパートナーシップ推進員は，ＮＰＯと行政との協働を

推進するため，各部局に配置しており，各部局内のとりまとめを行っています。 

 

② 課題 

 県とＮＰＯとの協働実績の件数が伸び悩んでいることから，ＮＰＯパートナーシッ

プ推進員を中心に協働の内容の検証を行いながら，全庁的な協働の推進に取り組んで

いく必要があります。 

 

５ 市町村の施策の現状と課題 

県内市町村のＮＰＯ活動に対する支援状況を把握するため，令和元年度に実施した

「ＮＰＯ活動促進に係る市町村調査」により，次のような現状と課題が明らかになり
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【表2-4-1】県とＮＰＯとの協働の実績件数

H29 H30 R1

①委託事業 109 112 105

②補助・助成等 46 46 47

③情報交換 17 19 21

④政策等への参画 12 15 18

⑤共催・後援 367 397 346

⑥実行委員会 4 4 4

⑦NPOとの事業協力 11 12 13

⑧その他NPOとの協力 6 6 7

項目
件数（N=49)

【図2-4-2】ＮＰＯとの協働の効果（Ｎ＝49）

期待どおりの

成果があった, 
95.9%

期待どおりの

成果は得られ

なかった, 
4.1%

【図2-4-3】ＮＰＯ推進事業発注ガイドラインの活用（Ｎ＝150）

考慮してい

る, 8.7%

事業内容

により考慮

している, 
35.3%

全く考慮し

ていない, 
56.0%
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ました。 

 

■ＮＰＯとの協働の実績について 

ＮＰＯとの協働を行っている市町村は，前回の平成２７年度調査よりも１団体増加

し， ３５団体中２７団体となっています。そのうち，２５団体が「期待通りの成果

があった」と回答しており，協働を行った感想としては「行政だけでは対応できない

サービスの提供や事業活動に広がりがあった」，「行政よりも柔軟な対応ができた」な

どと評価をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市町村職員全般のＮＰＯに対する理解度について 

市町村職員全般のＮＰＯに対する理解度については，「十分進んでいる」及び「やや

進んでいる」と回答した団体が平成２７年度と比較して８団体増加し１４団体とな

り，「あまり進んでいない」及び「進んでいない」と回答した団体が平成２７年度と比

較して８団体減少し１８団体となりました。平成２７年度調査と比較すると，理解度

は進んでいるものの，「あまり進んでいない」の回答の団体が１５団体と最多であり，

市町村職員全般の理解促進が必要であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＮＰＯとのパートナーシップ形成の促進について 

ＮＰＯとのパートナーシップ形成の促進のため，自治体が取り組むべきことについ

ては，「行政一人ひとりがＮＰＯに対する正しい理解を持つこと」が重要であるという

回答が多く，次いで「ＮＰＯと行政の結び手となる中間支援組織と連携すること」，「Ｎ

ＰＯの実施する事業に対して，情報，資金，ノウハウ等を提供すること。」となりまし
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【図2-5-1】ＮＰＯとの協働について 【図2-5-2】ＮＰＯとの協働の効果について

①行ってい

る, 27 

②行っていない, 

8 

①期待どおりの

成果があった, 25

②期待どおりの成果

は得られなかった, 2

【表2-5-1】職員のＮＰＯ理解度について比較（ R1,H27）

回答数 構成比 回答数 構成比

①  十分進んでいる 2 5.7% 1 2.9% 1

②  やや進んでいる 12 34.3% 5 14.3% 7

③  あまり進んでいない 15 42.9% 21 60.0% ▲6

④  進んでいない 3 8.6% 5 14.3% ▲2

⑤  わからない 3 8.6% 3 8.6% －

計 35 100.0% 35 100.0% －

項目
R1 H27 H27-R1

増減
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た。 
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【表2-5-3】ＮＰＯとのパートナーシップ形成の促進のため，ＮＰＯに求めること(R1，H27）

項目 １位 2位 ３位 計

R1 0 0 0 0

H27 1 0 0 1

R1 2 3 6 11

H27 4 2 6 12

R1 1 1 1 3

H27 3 0 1 4

R1 11 6 5 22

H27 10 6 6 22

R1 2 4 3 9

H27 1 3 2 6

R1 7 6 3 16

H27 5 4 4 13

R1 1 2 3 6

H27 1 2 4 7

R1 7 9 5 21

H27 8 13 3 24

R1 2 1 4 7

H27 0 3 2 5

R1 0 0 2 2

H27 0 0 1 1

R1 0 2 0 2

H27 1 1 4 6

R1 1 0 2 3

H27 1 1 2 4

R1 5 5 5 15

H27 0 0 0 0

R1 35 35 35 105

H27 35 35 35 105

⑩ NPO間のネットワークの形成がなされていること

⑪ NPO以外の団体との連携によるネットワークの構築が可能

なこと

⑫ 団体に関する情報が住民に広く提供されていること

⑬ その他

計

⑨ 行政の制度やルールへの理解が深いこと

① 法人格を取得していること

②  一定程度の活動の実績があること

③ 行政との連携の実績があること

④ 行政への企画提案やそれを実行できる能力を持っているこ

と

⑤ 事業を担うスタッフがそろっていること

⑥ 専門知識やノウハウを有していること

⑦ 団体の財政基盤が安定していること

⑧ 団体の組織運営が安定していること
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また，ＮＰＯとのパートナーシップ形成の促進のため，ＮＰＯに求めることについ

ては，「団体の組織運営が安定していること」が重要であるという回答が一番多く，続

いて「行政への企画提案やそれを実行できる能力を持っていること」，「専門知識やノ

ウハウを有していること」の回答が多い結果となりました。一方で「法人格の取得」

や「NPO 間のネットワーク形成がなされていること」を重要視するという回答は少

ない結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＮＰＯ活動施策に必要な県からの支援について 

ＮＰＯ活動促進施策に必要な県からの支援については，「市町村が実施する財政的

支援事業への補助」が一番多く，次いで「市町村事業の NPO への業務委託を推進す

るためのガイドライン作成等に関する情報提供」となっています。「特に必要な支援は

ない」と答えた回答も 19 団体ありました。 
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【表2-5-4】市町村が実施するNPO活動促進施策に必要な県からの支援

項目 １位 2位 3位 計

①市町村の遊休施設をNPOに貸し付ける際の手続きに係る情

報提供
2 1 0 3

②NPO・市民を対象とした会議におけるNPO法人設立等に係

る説明への県職員の派遣
2 1 1 4

③NPOに関する職員研修への県職員の派遣 3 3 3 9

④職員研修所等でのNPOに関する研修の県との共催 3 3 2 8

⑤市町村が実施する財政的支援事業への補助 13 9 3 25

⑥中間支援施設（市町村NPO支援センター・市民活動サポー

トセンター等）の整備に関する情報提供
2 8 4 14

⑦市町村事業のNPOへの業務委託を推進するためのガイドラ

イン作成等に関する情報提供
5 4 9 18

⑧特に必要な支援はない 4 5 10 19

⑨その他 1 1 3 5

計 35 35 35 105

【表2-5-2】ＮＰＯとのパートナーシップ形成の促進のため，自治体が取り組むべきこと(R1，H27）

項目 １位 2位 ３位 計

R1 21 1 6 28

H27 14 1 7 22

R1 1 3 8 12

H27 4 9 0 13

R1 4 6 3 13

H27 6 4 5 15

R1 1 0 7 8

H27 0 5 6 11

R1 3 10 1 14

H27 4 5 3 12

R1 0 5 2 7

H27 2 5 6 13

R1 3 8 4 15

H27 5 4 6 15

R1 2 2 2 6

H27 0 1 0 1

R1 35 35 35 105

H27 35 34 33 102

⑦ NPOと行政の結び手となる中間支援組織と連携すること

⑧ その他

計

⑥ NPOへの業務委託を推進すること

① 行政職員一人ひとりがNPOに対する正しい理解を持つこと

② 政策を立案する段階で情報の公開、提供に努めること

③ 政策立案に参加できるような機会を設けること

④ 各審議会や委員会等の委員に、NPO関係者を起用すること

⑤ NPOの実施する事業に対して、情報、資金、場所、ノウハ

ウ等を提供すること
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行政とＮＰＯとの協働がこれまで以上に重要となる中で，市町村においても，地域

課題の解決に取り組むＮＰＯとの協働を推進することが必要であり，県は，市町村に

対し，積極的に市町村がＮＰＯ活動促進施策を進めるための情報提供をするととも

に，市町村と連携しながら協働を推進していく必要があります。 

 

第３節 ＮＰＯに期待される社会的役割と可能性  

 

 １  社会参加機会の拡充と市民性を育む社会的機能としてのＮＰＯ 

社会の役に立つことを生きがいや自己実現につなげようとする意識が人々に広が

ってきています。 

ＮＰＯは，そうした社会参加の主要な手法の一つとなってきており，多様な思想や

アイディア，価値観等を持つ個人の力を集結して社会の力へと変える役割を果たして

います。 

人々は，社会的・公益的な活動に参加することによって，社会の問題に関心を持ち，

その解決の意義や必要性を考える機会を得ることができます。ＮＰＯには，このよう

な市民性への目覚めとその育成の機会，ひいては，民主主義を学ぶ機会を提供する役

割も期待されていると言えます。 

 

 ２  市民セクターの中心的存在としてのＮＰＯ  

健全な市民社会の形成のためには，行政や企業等のほかに，既存の仕組みから独立

した行動原理を持つ市民セクターの存在が求められています。 

そして，ＮＰＯには，市民セクターの中心的な存在となり，シンクタンクや公共サー

ビスの担い手として，様々な政策提言や活動を行うことが期待されています。 

 

 ３  新たな社会的課題に先駆的に対応するＮＰＯ  

人口減少や少子高齢化の進展等，社会を取り巻く環境が変化することにより，ニー

ズの多様化・複雑化が進み，新たな地域課題が発生しています。それらの解決に向け

て柔軟で機動的な対応が求められており，ＮＰＯには，新しい発想と機動力で新たな

社会的課題に対しても先駆的，創造的な取組を行うことが期待されています。 

 

 

 

 

 ４ 多様な人々の参加の場と社会的包摂のためのＮＰＯ  

 人口減少や少子高齢化，雇用の不安定化，地域・家族の紐帯の弱体化等，経済社会

の構造変化が進む中，                            

               

      困難に陥った人々に対するサポートや地域社会との関係性を再生す

るための活動が重要となります。 

 ＮＰＯには，生きづらさを感じている人や多様な問題を抱える人の社会的包摂※５に

向けた先導的役割も期待されており，こうした取組がより広げられる条件づくりが求

められます。 

※５ 社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）･･･雇用や地域的つながりから脱落

する「社会的排除」が広がる中，そうした立場にある人が改めて社会参加できる条

件を整備しようとする考え方をいいます。 
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 ３ ＮＰＯに期待される社会的役割と可能性  

 

（１） 社会参加機会の拡充と市民性を育む社会的機能としてのＮＰＯ 

社会の役に立つことを生きがいや自己実現につなげようとする意識が人々に広が

ってきています。 

ＮＰＯは，そうした社会参加の主要な手法の一つとなってきており，多様な思想や

アイディア，価値観等を持つ個人の力を集結して社会の力へと変える役割を果たして

います。 

人々は，社会的・公益的な活動に参加することによって，社会の問題に関心を持ち，

その解決の意義や必要性を考える機会を得ることができます。ＮＰＯには，このよう

な市民性への目覚めとその育成の機会，ひいては，民主主義を学ぶ機会を提供する役

割も期待されていると言えます。 

 

（２） 市民セクターの中心的存在としてのＮＰＯ  

健全な市民社会の形成のためには，行政や企業等のほかに，既存の仕組みから独立

した行動原理を持つ市民セクターの存在が求められています。 

そして，ＮＰＯには，市民セクターの中心的な存在となり，シンクタンクや公共サー

ビスの担い手として，様々な政策提言や活動を行うことが期待されています。 

 

（３） 震災復興の担い手としてのＮＰＯ 

震災復興の担い手は県民一人一人であり，それぞれが復興活動に取り組んでいくこ

とはもちろんですが，復興の推進のためには，県，市町村，企業，ＮＰＯなど，多様

な活動主体がそれぞれの強みを活かしながら，連携して取り組んでいくことが重要で

す。 

そして，ＮＰＯには，被災者の心のケアや生活のサポート，地域コミュニティの再構

築におけるきめ細やかなサービス提供など，現場目線や柔軟性，機動性といったＮＰ

Ｏの強みを活かした役割が期待されます。 

 

（４） 多様な人々の参加の場と社会的包摂のためのＮＰＯ  

人口減少や  高齢化，雇用の不安定化，地域・家族の紐帯の弱体化等，経済社会

の構造変化が進む中，困難を抱えた方が孤立して生きる「無縁社会」と呼ばれる状況

などが一部に広がっています。 

こうした中で，困難に陥った人々に対するサポートや地域社会との関係性を再生す

るための活動にＮＰＯが取り組む事例も目立ちはじめています。 

ＮＰＯには，生きづらさを感じている人や多様な問題を抱える人の社会的包摂（※）

に向けた先導的役割も期待されており，こうした取組がより広げられる条件づくりが

求められます。 

※社会的包摂（ソーシャルインクルージョン） 

雇用や地域的つながりから脱落する「社会的排除」が広がる中，そうした立場に

ある人が改めて社会参加できる条件を整備しようとする考え方 
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 ５ ＮＰＯを支援するＮＰＯ（中間支援組織） 

ＮＰＯ活動を促進するためには，中間支援組織の政策提言や地域資源（人材や物資，

資金，場所等）の仲介，協働のコーディネートなどの支援機能が重要です。 

様々な分野でＮＰＯ活動が展開される中で，個々のＮＰＯが社会的な役割を担うと

ともに，その資源が有効に活用されるように，ＮＰＯと多様な主体との協働のコーデ

ィネートなどを担う中間支援組織の役割が，今後ますます大きくなると考えられま

す。 

 

 ６ 大規模化・多様化する災害等からの復興の担い手としてのＮＰＯ 

 災害等における復興の担い手は県民一人一人であり，それぞれが復興活動に取り組

んでいくとともに，復興の推進のためには，県，市町村，企業，ＮＰＯなど，多様な

主体がそれぞれの強みを活かしながら，連携していくことが重要です。 

そして，ＮＰＯには，被災者の心のケアや生活のサポート，地域コミュニティの再

構築におけるきめ細かなサービスの提供など，現場目線や柔軟性，機動性といったＮ

ＰＯの強みを活かした役割が期待されています。 

 

 

第４節 ＮＰＯの課題と今後望まれること  

ＮＰＯ活動は様々な分野で展開され，ＮＰＯに期待される社会的な役割はますます

大きくなっていますが，反面，自立的な運営や活動内容の向上等の面で課題を抱える

ことにより，その機能を十分に発揮できない団体もあります。 

ＮＰＯには，多様な主体と共に社会を支え，その期待に応えるため，次のような取

組を進めることが求められています。 

 

 １ 説明責任と情報公開  

ＮＰＯは，その目的や使命を実現するために活動しており，目的や使命への共感が

多くの人々や企業などを動かし，寄附や活動への参加等の協力を得ることができま

す。このため，目的や使命を明確にし，様々な媒体を活用して，積極的に情報を発信

することが不可欠です。 

より多くの人々からの理解と支持を得て，社会からの信頼を確かなものにしていく

ためには，説明責任の重要性を認識し，積極的に情報公開・情報発信を行うことが求

められています。 

 

 ２ 継続的な活動のためのマネジメント能力の向上 

ＮＰＯが社会との信頼関係を確立するために基本的かつ重要なことは，ＮＰＯが社

会的・公益的な活動を継続的に行うことであると考えられます。 

このため，それぞれのＮＰＯが持つ活動資源を有効かつ効率的に活用し，自立した

運営の下で継続的な活動ができるよう，事業実施や組織運営・管理等のマネジメント

能力を高めることが求められています。 

 

 ３ 創造性の発揮  

ＮＰＯは，現場の実情に即した情報を豊富に持つことで，人々のニーズを先取りし，

先駆的な取組を行うことができるなど，行政や企業では対応が困難な新たな課題につ

いても，迅速かつ効果的な活動を展開することが期待されています。 

ＮＰＯは，その目的や実施事業，構成メンバーなど様々な違いがあり，多様な面を

持っています。他の団体を尊重し，多くの団体や社会と関わりを持ちながら，その特

徴を活かし，創造性を発揮し変化を促す活動を展開することが期待されています。 
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（５） ＮＰＯを支援するＮＰＯ（中間支援組織） 

ＮＰＯ活動を促進するためには，中間支援組織の政策提言や地域資源（人材や物資，

資金，場所等）の仲介，協働のコーディネートなどの支援機能が重要です。 

様々な分野でＮＰＯ活動が展開される中で，個々のＮＰＯが社会的な役割を担うとと 

もに，その資源が有効に活用されるように，ＮＰＯと多様な主体との協働のコーディ

ネートなどを担う中間支援組織の役割が，今後ますます大きくなると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４  ＮＰＯの課題と今後望まれること  

ＮＰＯ活動は様々な分野で展開され，ＮＰＯに期待される社会的な役割はますます

大きくなっていますが，反面，自立的な運営や活動内容の向上等の面で課題を抱える

ことにより，その機能を十分に発揮できない団体もあります。 

ＮＰＯには，多様な主体と共に社会を支え，その期待に応えるため，次のような取

組を進めることが求められています。 

 

（１） 説明責任と情報公開  

ＮＰＯは，その目的や使命を実現するために活動しており，目的や使命への共感が

多くの人々や企業などを動かし，寄附や活動への参加等の協力を得ることができま

す。このため，目的や使命を明確にし，様々な媒体を活用して，積極的に情報を発信

することが不可欠です。 

より多くの人々からの理解と支持を得て，社会からの信頼を確かなものにしていく

ためには，説明責任の重要性を認識し，積極的に情報公開・情報発信を行うことが求

められています。 

 

（２） 継続的な活動のためのマネジメント能力の向上 

ＮＰＯが社会との信頼関係を確立するために基本的かつ重要なことは，ＮＰＯが社

会的・公益的な活動を継続的に行うことであると考えられます。 

このため，それぞれのＮＰＯが持つ活動資源を有効かつ効率的に活用し，自立した

運営の下で継続的な活動ができるよう，事業実施や組織運営・管理等のマネジメント

能力を高めることが求められています。 

 

（３） 創造性の発揮  

ＮＰＯは，現場の実情に即した情報を豊富に持つことで，人々のニーズを先取りし，

先駆的な取組を行うことができるなど，行政や企業では対応が困難な新たな課題につ

いても，迅速かつ効果的な活動を展開することが期待されています。 

ＮＰＯは，その目的や実施事業，構成メンバーなど様々な違いがあり，多様な面を

持っています。他の団体を尊重し，多くの団体や社会と関わりを持ちながら，その特

徴を活かし，創造性を発揮した    活動を展開することが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ２ 章 ３

（３）「震災復興の担い手

としての NPO」を新基本

計画第２章第３節６へ組

み替え 
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第３章 基本計画の見直しの視点と基本理念等 

 

第１節 基本計画の見直しの視点 

 第１章及び第２章を踏まえ，次の視点により基本計画を見直します。 

 

 １  東日本大震災からの復興支援とその他の災害等への対応 

ＮＰＯは，現場目線や柔軟性，機動性といったＮＰＯの強みを活かしたきめ細かな

サービスの提供などにより復興活動に大きな役割を果たしてきました。震災から１０

年が経過しましたが，被災地域のコミュニティの再構築などには中長期的な対応が必

要となっていることから，行政はもちろん，様々な団体と連携を図り，引き続き，一

人ひとりに寄り添った支援をしていく必要があります。 

 震災復興に大きな役割を果たしてきたＮＰＯが，活動の縮小や停止を余儀なくされ

ることなく，今後も力を発揮できるよう，次の段階に進むための支援が求められてい

ます。さらに，東日本大震災の経験を踏まえ，今後，自然災害や感染症などの不測の

事態に対する活動支援体制の構築を進める必要があります。 

 

 ２  みやぎＮＰＯプラザの機能の再検討 

みやぎＮＰＯプラザは，ＮＰＯ活動の促進やＮＰＯの自立等を支援するための基盤

となる機能のほか，ＮＰＯに期待される社会的役割の実現に寄与するための機能を担

っています。今後も引き続き県の中核機能拠点として位置付け，県内各地域で活動す

るＮＰＯへの支援事業を展開するとともに，みやぎＮＰＯプラザを中心として県内の

ＮＰＯ支援施設のネットワーク化を図り，各地域におけるＮＰＯ支援の充実を図って

いく必要があります。特に県内ＮＰＯ支援施設の状況には地域差があり，みやぎＮＰ

Ｏプラザの広域的促進機能の強化が求められています。 

令和２年３月に策定された「県有施設等の再編に関する基本方針」では，老朽化し

た施設の集約・複合化によって，施設において重複や類似した諸室機能の共有化を図

り，施設規模の適正化を目指すこととされました。みやぎＮＰＯプラザが入居する榴

ヶ岡分室庁舎については築年数を考慮し基本的には廃止する方向で検討を行い，みや

ぎＮＰＯプラザについては，他の施設と集約・複合化する方針案が示されました。他

の施設と複合化・諸室機能の共有化により，ＮＰＯ活動の情報発信や，交流促進機能

の強化など，多様な主体との連携・協働の可能性を広げるとともに，人口減少等，持

続可能性が危ぶまれる地域におけるＮＰＯ支援活動のニーズが高まりを見せる中，県

内全域のＮＰＯ活動促進に資するための新たな中核機能拠点としての機能の見直し

と再検討が必要となっています。 

 

 ３  市町村との連携 

 様々な社会的課題を解決するためには，多様な主体との連携により相互に補完しな

がら取り組むことが重要です。特に，地域の課題解決に取り組むＮＰＯ活動の促進に

は，市町村との連携・協働が重要であり，ＮＰＯが持つ特徴を十分に発揮し活動する

ためには，ＮＰＯへの理解を深めるとともに，お互いの立場を尊重しながら，連携・

協働の実現に向けた環境づくりを行っていく必要があります。また，県は，ＮＰＯと

市町村との協働推進に向けて，情報提供や意見交換などを行いながら連携を強化して
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第３章 基本計画の見直しの視点と基本理念等 

 

 １  基本計画の見直しの視点 

第１章及び第２章を踏まえ，次の視点により基本計画を見直します。 

 

（１） ＮＰＯ活動を促進する体制の充実 

みやぎＮＰＯプラザは，ＮＰＯ活動の促進やＮＰＯの自立等を支援するための基盤

となる機能のほか，ＮＰＯに期待される社会的役割の実現に寄与するための機能を担

っています。 

このため，みやぎＮＰＯプラザを引き続き県の中核機能拠点として位置付け，県内

各地域で活動するＮＰＯへの支援事業を展開するとともに，みやぎＮＰＯプラザを中

心として県内のＮＰＯ支援施設のネートワーク化を図り，各地域におけるＮＰＯ支援

の充実を図っていく必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ＮＰＯに対する理解の促進 

ＮＰＯに対する社会の理解は，必ずしも十分に進んでいるとは言えない状況にある

一方で，ＮＰＯによる情報発信の在り方にも課題を抱えているなど，ＮＰＯと市民や

行政，企業等とが相互理解を深めていくための取組が必要です。 

このため，ＮＰＯが，自ら説明責任としての情報公開を行うとともに，ＮＰＯに対

する理解と協力を得るための情報発信を行う必要があります。また，行政においては，

ＮＰＯ及びその活動についての情報提供や広報啓発を積極的に行うほか，ＮＰＯによ

る情報公開や情報発信を支援すること，住民においては，ＮＰＯ活動についての意義

や役割について理解を深めること，企業においては，ＮＰＯとの協働を促進すること

や，社員がＮＰＯ活動に参加しやすい環境を整えていくことが必要です。 

 

 

（３） 自立した活動を継続していくための支援 

ＮＰＯは，組織としての成熟度がそれぞれの団体で異なり，資金や人材，活動場所

など活動資源の面で課題を抱えている団体も少なくありません。ＮＰＯ活動を支援す

る環境の整備が徐々に進みつつありますが，これまで以上にＮＰＯ活動を進展させる

ためには，社会全体がＮＰＯを支えるとともに，ＮＰＯがその活動を通じて社会に還

元するという環境の創出が重要になります。 

そのためには，行政によるＮＰＯへの支援のみならず，市民や企業等からＮＰＯ活
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いくことが必要となっています。 
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動への理解と共感を得ながら，パートナーとしての関係を構築するなど，社会全体が

ＮＰＯを支えるための仕組みを整備する必要があります。 

 

イ 人材の育成等 

ＮＰＯが事業活動を促進させるために解決すべき課題として，人材不足やスタッフ

の世代交代が進まないなど，活動の担い手不足が挙げられています。 

このため，ＮＰＯ活動での活躍が期待されるアクティブシニアや青少年など，多様

な人々の参加を促していく必要があります。また，ＮＰＯではこれまでも女性が活躍

しており，女性が中心的な役割を担っている団体も多くなっていますが，ワーク・ラ

イフ・バランス推進の観点からも，働く男女がよりＮＰＯ活動に参加しやすい環境づ

くりを進めていく必要があります。 

 

ロ ボランティア文化の醸成  

人々のボランティア活動に対する関心が高まっているとともに，企業によるボラン

ティア休暇の導入など制度の整備が進んできています。 

一方で，仕事を休むことへの抵抗感や経済的負担がボランティア活動参加のバリア

となっていると考えられることから，ボランティア活動への理解の促進を図るなど，

ボランティア文化の醸成を進める必要があります。また，受け入れる側の意識向上や

体制の整備を進めるとともに，ボランティア活動に参加する側と受け入れる側とのコ

ーディネートを行う機能を 強化する必要もあります。 

さらには，学校教育や社会教育の場などの日常の教育活動の中で，ボランティアへ

の関心や理解をより深めることも望まれます。 

 

ハ ＮＰＯの組織・運営基盤強化  

ＮＰＯが活動を継続していくためには，安定的な組織・運営基盤が必要となります。

人材不足や資金不足等，組織・運営基盤の脆弱な団体も少なくないことから，スタッ

フの育成や財政基盤の強化，マネジメント能力の強化など，自立的な活動ができるよ

う基盤強化を図る必要があります。 

 

ニ 寄附文化の醸成  

市民や企業が認定ＮＰＯ法人に寄附した場合の税制優遇措置が拡充され，ＮＰＯ法

人への寄附を促進し，活動を支援する仕組みが整備されました。 

このため，市民や企業に対して，制度や新しい寄附の事例が広がりつつあることに

ついて，広く啓発を行う必要があります。また，運営の健全性を高め，市民や企業等

から共感を得ることにより，寄附の獲得につながるよう，ＮＰＯの情報公開を促進し

ていく必要があります。 

 

ホ 財政基盤強化のための事業創出の支援  

ＮＰＯが，その活動資金を行政・民間からの補助・助成や寄附のみに頼るのではな

く，ビジネスの手法を活用して自ら事業収入を生み出し，継続的に社会的・公益的な

事業活動を進めていくソーシャルビジネス（※）が注目されてきています。 

ＮＰＯが効果的に事業収入を獲得するために，事業の立案や資金調達のノウハウを

習得するための講座を開催するなど，スキルアップのための取組を進める必要があり

ます。 

※ソーシャルビジネス 

社会問題の課題解決を目的として，ビジネスの手法を活用して事業に取り組むこ

と。 
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 ４  ＮＰＯへの理解・協働の促進 

 ＮＰＯに対する社会の理解は十分に進んでいるとは言えない状況にあり，ＮＰＯと

市民や行政，企業等とが相互理解を深めていくための取組が必要です。特に，ＮＰＯ

と企業や教育機関，大学等学術機関との協働は進んでいない状況にあることから，Ｎ

ＰＯは，自ら説明責任としての情報公開を行うとともに，ＮＰＯに対する理解と協力

を得るための情報発信を行い，協働について働きかけていく必要があります。 

また，ＮＰＯは組織としての成熟度がそれぞれ団体で異なり，資金や人材，活動場

所など活動資源の面で課題を抱えている団体も少なくありません。ＮＰＯ活動を進展

させるためには，社会全体が支えるとともに，ＮＰＯがその活動を通して社会に還元

するという環境の創出が重要になります。そのためには，行政による支援のみならず，

市民や企業等から活動への理解と共感を得ながら，パートナーとしての関係を構築す

ることが必要です。 

 

 ５ ＳＤＧｓとの関連づけ 

ＳＤＧｓでは，「普遍性」「包摂性」「参画型」「統合性」「透明性と説明責任」の主要

原則を重視することとされています。これらの原則の中でも「参画型」については，

自治体，企業，ＮＰＯ，市民など多様な主体の参画によりＳＤＧｓ達成に向けて取り

組むことが，「誰一人取り残さない」持続的な世界の実現につながっていくとされてい

ます。 

持続可能性への追求は，社会が直面する諸課題を解決する上で重要な要素であるこ

とから，ＳＤＧｓの特徴や１７のゴール，１６９のターゲットを，それぞれのＮＰＯ

活動の内容に反映していく取組を推進していくとともに，ＮＰＯ活動がＳＤＧｓの達

成につながっている認識を深め，市民，企業，大学・研究機関，行政など，多様な主

体との協働を促進していく必要があります。 

 

 ６  新型コロナウイルス感染症の影響と今後の対応 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大といった時代の転換点に直面する中，ＮＰＯ

が活動を継続していくためには「新しい生活様式」の実践とそれによる人と人とのつ

ながりの変化に対応する必要があります。新型コロナウイルス感染症を契機に，ＩＣ

Ｔ※7 を活用したオンラインでの会議や講座の開催など，デジタル化の進展による様々

な交流の可能性が広がる一方で，対面でのサービスの提供や支援に支障をきたすとい

った状況も生じています。このため，このような新たな社会変化を踏まえたＮＰＯ活

動の在り方やその支援の手法について検討していくとともに，ＮＰＯが取り組む新た

な社会的課題の解決に向けて，行政をはじめとする多様な主体との協働の推進が求め

られています。 

 

 

第２節 基本計画における基本理念 

 前計画の基本理念である「ＮＰＯと多様な主体の間に相互の信頼と協働をはぐく

み，社会の持続可能性を高める」を基本的に継承しつつ，変化し続ける社会に柔軟に

対応していくため，多様な主体との繋がりの強化や連携が一層           

                              期待されている

ことから，基本理念を次のとおりとします。 
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（４） 東日本大震災からの復興とＮＰＯ活動への支援 

ＮＰＯは，現場目線や柔軟性，機動性といったＮＰＯの強みを活かしたきめ細やか

なサービスの提供などにより復興活動に大きな役割を果たしてきましたが，震災から

５年が経過しても課題が大きく残された地域は少なくないことから，引き続き，その

活動を支援していく必要があります。 

一方で，復興が進むにつれ，震災がもたらした課題と，そもそもその地域が抱えて

いた課題の境界が明確でなくなってきています。そうした中，活動のシフトを目指し

ながら，その移行に問題を抱えているケースもあります。 

震災復興に大きな役割を果たしてきたＮＰＯが，活動の縮小や停止を余儀なくされ

ることなく，今後も力が発揮できるよう，次の段階に進むための支援が求められてい

ます。 

 

 

（５） 行政との協働を確立するための仕組みの整備 

ＮＰＯが行政の政策プロセスに幅広く参加することにより，ニーズの把握や施策の

実施方法等について多角的な検討が可能となることから，効果的・効率的な施策の展

開や市民参加の拡充につながることが考えられます。 

このため，今後更に，ＮＰＯが行政の政策プロセスに参加できるルールづくりや協

働の機会の拡充を図るなど，行政との協働を推進する仕組みを整備する必要がありま

す。また，ＮＰＯがその機能を十分に発揮し，協働の質的な向上を図るためには，行

政職員がＮＰＯやＮＰＯとの協働について理解を深めることが重要であることから，

県や市町村の職員を対象とした研修を幅広く実施するとともに，ＮＰＯと行政の双方

が共通認識を持つことができるよう，相互の理解を深める取組を進める必要がありま

す。 

 

（６） 多様な主体とのパートナーシップの確立 

地域や社会の課題に取り組む場合において，多様な主体と連携・協働することは，

課題を解決に導く上で有効な方法であるとともに，社会を取り巻く環境が多様化・複

雑化している中では，必要不可欠となる場合もあります。また，実態調査の結果によ

ると，ＮＰＯと多様な主体との連携は進んでいるものの，より一層の連携を望む団体

が多くなっています。 

このため，県としても，お互いの立場を尊重しながら，連携の実現に向けた環境づ

くりを行っていく必要があります。 

 

 

 

 

２  基本計画における基本理念 

前計画の基本理念である「ＮＰＯと多様な主体とが相互の信頼と協働により共に支

え合う市民社会の実現」を基本的に継承しつつ，現下の最重要課題である「東日本大

震災からの復興」と「地方創生の実現」に向けて，ＮＰＯが多様な主体との協働によ

る様々な地域課題の解決を通じて社会の持続可能性を高めることが期待されている

ことから，基本理念を次のとおりとします。 
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第３節 基本方針      

 

 基本理念を実現するため，次の基本方針     を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １  基本方針１  持続的発展に向けたＮＰＯの基盤強化 

 

ＮＰＯ活動に対する社会の関心を高め，理解と参加を促す情報発信を行います。ま

た，ＮＰＯが継続的に運営され，発展的に活動していくために，ＮＰＯの組織運営，

資金調達などの基盤強化に向けた支援を行うとともに，ＮＰＯ活動を支える人材育成

の支援やＮＰＯ活動の拠点の確保を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２  基本方針２  ＮＰＯ活動を促進する体制の整備 

 

ＮＰＯ活動が県内全域で展開されるよう，ＮＰＯ活動を促進するための体制整備と

して，中核機能拠点であるみやぎＮＰＯプラザの一層の機能の充実と利用の促進を図

るとともに，広域的な取組及び連携を推進します。また，県内のＮＰＯ支援施設や中

間支援組織等との連携・協働体制を構築します。 
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基本理念 

ＮＰＯと多様な主体の間に相互の信頼と協働をはぐくみ，社会の持続可能性を高め

る 

 

 

 

 

 

 ３  基本方針と施策の柱 

 

基本理念を実現するため，次のとおり基本方針と施策の柱を掲げます。 

 

基本方針 

 

１ ＮＰＯ活動の促進 

     施策の柱１ ＮＰＯ活動を促進する体制を整備します 

     施策の柱２ ＮＰＯの自立と発展を支援します 

２ 多様な主体とのパートナーシップの確立 

     施策の柱１ ＮＰＯと行政とのパートナーシップを推進します 

     施策の柱２ ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップを推進します 

   

（１） 基本方針１  ＮＰＯ活動の促進 

 

ＮＰＯは，活動する上での様々な課題を抱えていることから，これまでの施策の実

施状況を踏まえながら，引き続きＮＰＯ活動の促進に取り組みます。 

 

イ 施策の柱１ ＮＰＯ活動を促進する体制を整備します 

ＮＰＯ活動が県内全域で展開されるよう，ＮＰＯ活動を促進するための体制の整備 

に取り組むことが必要です。 

このため，中核機能拠点であるみやぎＮＰＯプラザの一層の機能の充実と利用の促

進を図るとともに，みやぎＮＰＯプラザによる広域的な取組及び連携を推進します。 

 

ロ 施策の柱２ ＮＰＯの自立と発展を支援します 

ＮＰＯが自立して持続的に活動できるよう，ＮＰＯの自発性と独立性を尊重しなが

ら，効果的な支援に取り組むことが必要です。 

このため，ＮＰＯに対する社会の理解を促進するとともに，ＮＰＯによる情報公開

や情報発信の促進など，ＮＰＯが継続的に運営され，発展的に活動していくための支

援を行います。また，ＮＰＯ活動を支える人材育成の支援やＮＰＯ活動の拠点の確保

を推進します。 

 

（２） 基本方針２  多様な主体とのパートナーシップの確立 

 

ＮＰＯが様々な課題の解決に向けて取り組むためには，行政や企業をはじめ様々な

主体と連携・協働していくことが重要であることから，多様な主体とのパートナーシ

ップの確立に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ３ 章 ３

（１）ロ「施策の柱２」を

組み替え。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ３ 章 ３

（１）イ「施策の柱１」を

組み替え。 

 

 

 

 

基本理念 

 ＮＰＯと多様な主体が相互の信頼をはぐくみ，連携・協働する

ことにより，しなやかで強い持続可能な社会を実現する。 

 



31 

 

 

 

 

 

 

第

三

章 

 

第

３

節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３  基本方針３  多様な主体とのパートナーシップの確立 

 

変化の大きな社会における様々な課題解決やＮＰＯ活動の新たな展開につなげる

ため，多様な主体とのパートナーシップの確立に向けた協力・支援を推進します。 
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イ 施策の柱１ ＮＰＯと行政とのパートナーシップを推進します 

地域の課題に取り組み，より効果的な住民サービスを提供するためには，ＮＰＯと

行政とがパートナーシップを構築し，一層の協働の推進を図ることが重要です。 

このため，行政の情報公開等を推進するとともに，政策プロセスへの参画を促進し

ます。また，ＮＰＯとの協働を促進するため，対話ができる環境づくりを行いながら，

多様な形態の協働を模索しつつ，協働の質の向上に取り組みます。さらに，地域にお

けるＮＰＯ活動の促進を図るため，市町村とＮＰＯとのパートナーシップの構築や，

市町村の取組への協力・支援を行います。 

 

ロ 施策の柱２ ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップを推進します 

ＮＰＯ活動は，多くの人々や団体による共感と連携によって支えられています。ま

た，多様な主体との連携が，ＮＰＯ活動の新たな展開につながります。 

このため，企業や教育・学術研究機関，各種団体など，多様な主体に対し，ＮＰＯ

活動への理解の促進を図るとともに，ＮＰＯとこれら主体との連携を推進します。 

 

４ 重点取組 

基本計画の見直しの視点を踏まえ，ＮＰＯ活動促進のための施策や事業の立案・実

施に当たっては，次の４点に特に配慮するものとし，施策や事業を総合的に実施し，

重点的に取り組みます。 

 

（１） ＮＰＯのマネージメント能力強化と更なる連携・協働の推進 

ＮＰＯの組織運営，資金調達，情報発信などマネージメント能力の強化を支援する

とともに，ＮＰＯに対する市民や企業等の理解促進や，行政，他のＮＰＯ，企業など

との更なる連携・協働の推進に取り組みます。 

 

（２） ＮＰＯ活動への多様な人々の様々な形態による参加促進 

青少年やアクティブシニア，社会人をはじめ，年代や性別等を超えた多様な人々が

様々な形態によりＮＰＯ活動に参加することを促進するとともに，受け入れるＮＰＯ

の意識向上や受入体制の整備を支援します。 

 

（３） 市町村のＮＰＯ支援施設等の機能強化と連携・協働の推進 

地域におけるＮＰＯのサポート役である市町村のＮＰＯ支援施設等の機能強化を

支援するとともに，みやぎＮＰＯプラザを中核とする連携・協働体制を構築します。

また，ＮＰＯ支援施設の設置促進を図ります。 

 

（４） 東日本大震災からの復興に取り組むＮＰＯへの支援 

東日本大震災からの復興に向けて，現場目線や柔軟性，機動性といった強みを有し

ているＮＰＯに期待される役割は今後ますます大きくなることから，被災者の心のケ

アや地域コミュニティの再生をはじめとする被災地の復興活動に取り組むＮＰＯを

支援します。 
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第４章 施策と事業 

  第３章で示した基本理念と基本方針     に基づき，次のとおり施策や事業を

展開していきます。 

 

基本方針１  持続的発展に向けたＮＰＯの基盤強化 

施策の柱１ ＮＰＯの自立と発展を支援します 

基本方針２  ＮＰＯ活動を促進する体制の整備 

施策の柱２ ＮＰＯ支援施設の機能を強化し，連携を推進します 

基本方針３  多様な主体とのパートナーシップの確立 

施策の柱３ ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップを推進します 

 

 

 

第１節 基本方針１ 持続的発展に向けたＮＰＯの基盤強化 

 

     施策の柱１ ＮＰＯの自立と発展を支援します 

 

１ ＮＰＯ活動への社会の理解と参加促進 

 

（１） ボランティア・寄附文化の醸成及び人的交流の促進 

 企業・行政・市民それぞれの立場を越えた人的交流や、市民セクターを支える資金

の流動を図るため，ボランティア活動に参加する側と受け入れる側とのコーディネー

トを行う機能の強化や寄附に関する情報発信，学校教育や社会教育など教育活動の中

でのボランティアや寄附への関心や理解をより深める取組の実施及び社会人の様々

なスキルや経験を活かしたプロボノの有効性や社会貢献効果等に関する情報の発信

などの取組を推進します。また，受け入れる側についても，情報公開の責任を果たす

ため，ボランティアや寄附に関する事項などについての積極的な情報発信や情報公開

に関する意識の向上や体制の整備が求められていることから，それらを促進する取組

を進めます。 

 

（２） ＮＰＯ及びその活動に関する広報等啓発・情報提供 

ＮＰＯに対する社会の理解と多様な人々のＮＰＯ活動への参加を促進するため，み

やぎＮＰＯプラザによる資料やパンフレットの発行等，みやぎＮＰＯ情報ネット※６や

ソーャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）※７等のＩＣＴ※８を活用した情報発信に

より，ＮＰＯの活動内容やボランティア・会員募集などの各種情報を提供します。ま

た，県政だよりによる広報，みやぎ出前講座での説明機会の活用や，優れた活動の発

表場所の創出や表彰などを行うことにより，ＮＰＯ活動の意義や役割に対する社会の

理解を促進するとともに，メディアとのパートナーシップの構築に努めます。 

 

※６ みやぎＮＰＯ情報ネット･･･みやぎＮＰＯプラザの開館と合わせて開設され

た，情報提供サイト。ＮＰＯ施策やＮＰＯ活動紹介，ボランティア・マッチング情

報，助成情報など，ＮＰＯに関する情報を掲載しています。 

※７  ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ：Social Networking 

Service）･･･登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサイトの会員制サービスを

いいます。 

※８ ＩＣＴ･･･Information and Communication Technology（インフォメーシ

ョン・アンド・コミュニケーション・テクノロジ）ーの略で情報通信技術のこと。
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第４章 施策と事業 

第３章で示した基本理念と基本方針，施策の柱に基づき，次のとおり施策や事業を

展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １  基本方針１ ＮＰＯ活動の促進 

 

 

 

 

 

（１）  施策の柱１ ＮＰＯ活動を促進する体制を整備します 

 

イ みやぎＮＰＯプラザの機能の充実 

みやぎＮＰＯプラザの機能を高め，県内全域におけるＮＰＯ活動を促進する中核機

能拠点としての充実を図ります。また，ＮＰＯを指定管理者とした指定管理者制度に

よる運営によって，ＮＰＯの自主性と機動性を活かしながら，利用者のニーズに即し

た運営を推進します。 

（イ）基盤整備機能 

① 情報収集・提供機能 

みやぎＮＰＯ情報ネットを運用するとともに，情報誌の発行，みやぎＮＰＯプラ

ザでの情報収集や多様な情報発信ツールの活用などにより，ＮＰＯやその支援等に 

関する様々な情報を幅広く収集・発信します。 

② 相談・コーディネート機能 

法人設立や会計，労務，税務などＮＰＯの運営等に関する相談に対応するととも

に，これらの分野についての研修を実施します。研修については，ＮＰＯのニーズ

に応じ人材育成等を含めるなど，研修内容の充実を図ります。また，市民活動やボ

ランティア活動を行おうとする市民とＮＰＯ及びＮＰＯ相互間のコーディネート

を行います。さらに，若い世代からアクティブシニアなど様々な世代を対象として，

ＮＰＯに関する講座等を実施し，ＮＰＯ活動への参加に結び付けていきます。 

③ 調査研究機能 

ＮＰＯに関する各種の調査研究を行い，その結果を広く公表するとともに，当該

調査研究で得られた情報等の活用を検討する場を設けるなど，社会の課題の発見や

解決に向けた政策提言につなげます。 

④ 活動拠点等の提供機能 

ＮＰＯに対し，会議室や研修室，作業室等を提供するとともに，交流サロンの活

用により，ＮＰＯ相互間のネットワーク及びＮＰＯと各種団体とのネットワークの

形成を促進します。また，常設のショップとレストランを活用し，コミュニティビ

ジネスの展開の場を提供するほか，ＮＰＯに対して事務ブースを貸与し，ＮＰＯ活

 

 

 

新基本計画にて基本方針

についての目次を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 １

（２）「施策の柱２ NPO

の自立と発展を支援しま

す」を新基本計画第４章第

１節に組み替え 
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従来から使われていたＩＴ（information Technology，インフォメーション・テ

クノロジー）に替わって，通信ネットワークによって情報が流通することの重要性

を意識して使用される言葉です。 

 

（３） ＮＰＯによる情報公開・情報発信への支援 

特定非営利活動促進法では，ＮＰＯ法人は，毎事業年度１回，事業報告書等を県に

提出することとされています。これらの書類をインターネット上で公開し，ＮＰＯ法

人が社会への説明責任を果たすための支援を行うとともに，ＮＰＯ活動への理解の促

進を図ります。また，団体がホームページを開設したり，様々な情報発信ツールを利

用して情報発信することがＮＰＯを理解するきっかけとなることから，みやぎＮＰＯ

情報ネットをはじめ，みやぎＮＰＯプラザの情報提供機能を活用し，ＮＰＯが自ら行

う情報公開・情報発信の充実を支援します。 

 

２ ＮＰＯの人材育成と財政的支援 

 

（１） 人材の育成等 

 

① 各地域における研修・講座の開催  

それぞれのＮＰＯの状況に応じ，運営に必要な会計や税務，事業計画の立案，情報

発信，人材育成等のマネジメント能力の強化を図り，事業継続のための支援を実施し

ていきます。また，ＮＰＯのスタッフやこれからＮＰＯ活動を始めようとする市民等

を対象に人材育成や事業の進め方，会計，組織などＮＰＯ活動のマネジメントに必要

な知識や技術等に関する研修会をみやぎＮＰＯプラザや各地域において開催します。 

 

② ＮＰＯ支援施設及び中間支援組織の機能強化 

県内各地域のＮＰＯ支援施設や中間支援組織のスタッフを対象とした研修を実施

し，スタッフの資質向上を図り，設立，運営，事業展開等様々な段階で求められる相

談への対応力や，多様な主体との協働のコーディネート機能を強化します。 

 

③ 多様な人々の参加促進 

ＩＣＴを積極的に活用し情報発信を行い，多様な人々のＮＰＯ活動への参加を促進

します。 

④ 団体等との交流促進 

ＮＰＯ活動の促進を図るほか，ＮＰＯを支える人材を育成する観点から，ＮＰＯ相

互間の交流や，ＮＰＯと市民との幅広い交流を促進します。 

 

（２） 財政的支援制度の充実 

 

① 活動資金の支援   

ＮＰＯ法人も融資対象となる県中小企業制度融資により，資金調達の支援を行いま

す。さらに，震災復興支援をはじめとした補助金などを活用して支援していきます。 

 

② 県税の優遇措置 

ＮＰＯ法人の財政基盤の確立を支援するため，引き続き，収益事業を行わないＮＰ

Ｏ法人に対する法人県民税の均等割等の課税免除を行います。 

 

③ 財政基盤強化のための事業創出の支援 
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動の拠点確保を支援します。 

（ロ）広域的促進機能 

みやぎＮＰＯプラザの基盤整備機能やネットワーク機能を活用して，県内全域のＮ

ＰＯ活動の促進を図るとともに，各地域においてセミナーや講座の開催をはじめとす

る実践的な学習機会を提供するなど，広域的な取組を行います。また，地域のＮＰＯ

支援施設や中間支援組織のネットワーク化を図り，地域間の情報交換を行いながら，

事業の連携・協力を推進し，ＮＰＯ活動の効果的な促進を図ります。 

ＮＰＯ支援施設が整備されていない地域では，市町村及びＮＰＯとの連携強化に取

り組みます。 

（ハ）ＮＰＯ主体の運営 

みやぎＮＰＯプラザの運営については，現在，指定管理者により，学識経験者やＮ

ＰＯ関係者等からなる宮城県民間非営利活動プラザ運営評議会が設置され，審議が行

われていますが，引き続き，みやぎＮＰＯプラザの機能が十分に発揮されるよう，Ｎ

ＰＯ及びその活動に対する支援の在り方について検証・検討を行います。また，ＮＰ

Ｏとの信頼関係を構築し，自主性や主体性を尊重しながら，利用者のニーズに即した

より質の高いサービスの提供を目指し，効果的かつ効率的な運営を推進します。 

 

ロ 地域のＮＰＯ支援施設の機能の充実と連携 

県内には，みやぎＮＰＯプラザのほか，市町村等が設置したＮＰＯ支援施設があり

ます。市町村直営やＮＰＯへの委託，指定管理者制度の導入など様々な形態で運営さ

れていますが，これらの施設の運営上の課題の解決に向けた支援を行います。また，

県の地方機関の機能も活用しつつ，各地域において様々なＮＰＯ活動の促進に関する

施策が実施されるよう，これらの施設との情報交換や連携を図ります。 

ＮＰＯ支援施設が整備されていない地域については，市町村に対して設置促進の働

きかけを行うとともに，必要な情報提供等の支援を行います。 

 

ハ 中間支援組織等への支援 

ＮＰＯが継続的かつ効果的に事業を展開していくためには，事業と組織のマネジメ

ントに関するノウハウが必要であり，これらのノウハウを持つ中間支援組織やＮＰＯ

への支援を目的とするＮＰＯ（以下「中間支援組織等」という。）の役割が重要になり

ます。 

そこで，それぞれの中間支援組織等の自主性を尊重しながら，その運営力強化につな

がる取組やネットワーク化への支援を行います。 

 

（２） 施策の柱２ ＮＰＯの自立と発展を支援します 

イ ＮＰＯへの理解の促進 

（イ）ＮＰＯ及びその活動に関する広報等啓発・情報提供 

ＮＰＯに対する社会の理解を促進するため，みやぎＮＰＯプラザによるみやぎＮＰ

Ｏ情報ネットを活用した情報発信をはじめ，資料やパンフレットの発行等により，Ｎ

ＰＯの活動内容やボランティア・会員募集などの各種情報を提供します。また，県政

だよりによる広報，みやぎ出前講座での説明機会の活用や，優れた活動の発表場所の

創出や表彰などを行うことにより，ＮＰＯ活動の意義や役割に対する社会の理解を促

進するとともに，メディアとのパートナーシップの構築に努めます。 

（ロ）ＮＰＯによる情報公開・情報発信への支援 

特定非営利活動促進法では，ＮＰＯ法人は，毎事業年度１回，事業報告書等を県に

提出することとされています。これらの書類をインターネット上で公開し，ＮＰＯ法

人が社会への説明責任を果たすための支援を行うとともに，ＮＰＯ活動への理解の促
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ＮＰＯが捉える社会的課題に対する理解を広げ，市民からの共感や協力を得ながら

効果的に事業を展開し，継続的な収入を獲得するファンドレイジング※９について，戦

略的な事業計画の立案やクラウドファンディング※10 などの手法を習得するための講

座及びファンドレイザー※11 を活用した財政基盤を強化するための取組を実施してい

きます。また，ソーシャルビジネスの取組を実践している団体の情報収集や分析を行

い，他の地域への展開が図れるモデル的事業について発信していきます。 

 

※９ ファンドレイジング･･･ＮＰＯ等が，社会的課題解決のため，人々に知らせ理解

を得るなどしながら資金を獲得する総称をいいます。 

※10 クラウドファンディング･･･群衆（Crowd）と資金調達（Funding）を組み合

わせた造語で，インターネットを利用して自らの事業計画（プロジェクト）を公開

し，必要な資金を不特定多数の人から集める資金調達の方法をいいます。 

※11 ファンドレイザー･･･ファンドレイジングを体系的に理解し、社会課題の解決

に取り組んでいる NPO 等と社会貢献に関心のある人や企業等をつなぐパイプライ

ン的な人。 

 

④ 寄附促進の仕組みづくり  

 市民・企業等からの共感を得て寄附の獲得につながるようＮＰＯの運営の健全性の

向上や情報公開を支援するとともに，寄附による先進事例を県のホームページで紹介

するなど，寄附のメリットや意義についての普及啓発を行うとともに，ふるさと納税

の活用を検討していきます。また，寄附を得る上で整えておく必要がある会計情報の

透明性等の向上を図るため，ＮＰＯにとって必要な講座等を実施していきます。  

 

⑤ ＮＰＯ活動拠点の確保 

活動拠点を必要としながら地域課題の解決に取り組むＮＰＯに対し，引き続き，県

が保有する遊休施設の貸付けを行い，活動の継続を支援するとともに，ＮＰＯ活動拠

点の確保を推進するため，市町村に遊休施設の運用手引書を提供するなど，市町村の

取組を支援します。 

 

（３） ＮＰＯが必要とする情報の発信 

ＮＰＯの運営や活動のための助成金，ＮＰＯ支援施設や中間支援組織等が開催する

講座，他のＮＰＯ活動の状況など，ＮＰＯが必要とする情報について，みやぎＮＰＯ

情報ネットや情報誌に掲載するとともに，ＩＣＴを積極的に活用した情報発信を行い

ます。 

 

（４） 認定ＮＰＯ法人への移行促進 

 認定ＮＰＯ法人※8 は高い公益認定の基準に適合しなければならないため，社会的信

頼が増すとともに，寄附金控除や損金算入限度額の拡大，寄附分の相続税非課税など

の税制優遇制度があるため，寄附金が集めやすくなるなどのメリットがあります。Ｎ

ＰＯがこれらの制度を活用して寄附を募えるように，認定ＮＰＯ法人について市民・

企業及びＮＰＯへ周知し，認定ＮＰＯ法人の申請や運営に関する相談を実施するな

ど，認定ＮＰＯ法人に移行しやすい環境づくりに努めます。 
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進を図ります。また，団体がホームページを開設したり，様々な情報発信ツールを利

用して情報発信することがＮＰＯを理解するきっかけとなることから，みやぎＮＰＯ

情報ネットをはじめ，みやぎＮＰＯプラザの情報提供機能を活用し，ＮＰＯが自ら行

う情報公開・情報発信の充実を支援します。 

（ハ）認定ＮＰＯ法人への移行促進 

認定ＮＰＯ法人に寄附した場合の税制優遇措置が拡充され，ＮＰＯ法人への寄附を

促し，活動を支援する仕組みが整備されました。ＮＰＯがこれらの制度を活用して寄

附を募えるように，新しい認定制度等について市民・企業及びＮＰＯへの周知を行う

など，認定ＮＰＯ法人に移行しやすい環境づくりに努めます。 

 

ロ ＮＰＯが必要とする情報の発信 

ＮＰＯの運営や活動のための助成金，ＮＰＯ支援施設や中間支援組織等が開催する

講座，他のＮＰＯ活動の状況など，ＮＰＯが必要とする情報について，みやぎＮＰＯ

情報ネットに掲載するとともに，みやぎＮＰＯプラザでの情報発信ツールの活用や情

報誌への掲載等を促進していきます。 

 

ハ 人材の育成等 

（イ）継続的な活動に必要な講座の開催  

それぞれのＮＰＯの状況に応じ，運営に必要な会計や税務，事業計画の立案，情報

発信，人材育成等のマネジメント能力の強化を図り，事業継続のための支援を実施し

ていきます。また，ＮＰＯのスタッフやこれからＮＰＯ活動を始めようとする市民等

を対象とした講座をみやぎＮＰＯプラザや各地域において開催します。 

（ロ）ＮＰＯ支援施設・中間支援組織等の相談機能の強化 

県内各地域のＮＰＯ支援施設や中間支援組織等の相談機能を強化するため，それら

のスタッフを対象とした研修を実施します。 

（ハ）団体相互の交流促進 

ＮＰＯ活動の促進を図るほか，ＮＰＯを支える人材を育成する観点から，ＮＰＯ相

互間の交流や，ＮＰＯと市民との幅広い交流を促進します。 

（ニ）多様な人々の参加促進 

社会経験や技能を生かし，ＮＰＯでの活躍が期待されるアクティブシニアや青少年

など，地域を支える多様な人々のＮＰＯ活動への参加を促進します。 

 

ニ 財政的な支援制度の充実 

（イ）活動資金の支援 

み やぎＮＰＯサポートローン制度の運用により，地方公共団体等からの委託や補助

などを受けるＮＰＯ法人に対し，「つなぎ資金」を貸付けるほか，ＮＰＯ法人も融資対

象となる県中小企業制度融資により，資金調達の支援を行います。さらに，みやぎ地

域復興支援助成金や地域コミュニティ再生支援事業補助金などを活用して支援して

いきます。 

（ロ）県税の優遇措置 

ＮＰＯ法人の財政基盤の確立を支援するため，引き続き，収益事業を行わないＮＰ

Ｏ法人に対する法人県民税の均等割等の課税免除を行います。 

（ハ）財政基盤強化のための事業創出の支援 

効果的な事業展開を行うための事業の立案や資金調達の手法を習得するための講

座を開催するなど，スキルアップのための取組を実施していきます。また，ソーシャ

ルビジネスの取組を実践している団体の情報収集や分析を行い，他の地域への展開が

図れるモデル的事業について発信していきます。 
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第２節 基本方針２  ＮＰＯ活動を促進する体制の整備 

 

施策の柱２ ＮＰＯ支援施設の機能を強化し，連携を推進します 

 

 

１ みやぎＮＰＯプラザの機能の充実 

 

（１） 基盤整備機能 

① 情報収集・提供機能 

みやぎＮＰＯ情報ネットを運用するとともに必要に応じて改修します。また，情

報誌の発行，みやぎＮＰＯプラザでの情報収集や多様な情報発信ツールの活用など

により，ＮＰＯやその支援等に関する様々な情報を幅広く収集・発信します。 

② 相談・コーディネート機能 

法人設立や会計，労務，税務などＮＰＯの運営等に関する相談に対応するととも

に，これらの分野についての研修を実施します。研修については，ＮＰＯのニーズ

に応じ人材育成等を含めるなど，研修内容の充実を図ります。また，市民活動やボ

ランティア活動を行おうとする市民とＮＰＯ及びＮＰＯ相互間のコーディネート

を行います。さらに，様々な世代が時間や場所を気にせずに参加できるよう，ＩＣ

Ｔを積極的に活用して，ＮＰＯに関する講座等を実施し，ＮＰＯ活動への参加に結

び付けていきます。 

③ 調査研究機能  

ＮＰＯに関する各種の調査研究を行い，その結果を広く公表するとともに，当該

調査研究で得られた情報等の活用を検討する場を設けるなど，社会の課題の発見や

解決に向けた政策提言につなげます。 

④ 活動拠点等の提供機能 

ＮＰＯに対し，会議室や研修室，作業室等を提供するとともに，交流サロンの活

用により，ＮＰＯ相互間のネットワーク及びＮＰＯと各種団体とのネットワークの

形成を促進します。また，常設のショップとレストランを活用し，コミュニティビ

ジネスの展開の場を提供するほか，ＮＰＯに対して事務ブースを貸与し，ＮＰＯ活

動の拠点確保を支援します。 

 

（２） 広域的促進機能 

みやぎＮＰＯプラザの基盤整備機能やネットワーク機能を活用し，各地域における

講座やイベントの開催など多くの市民が参加できる学習機会を提供し，広域的なＮＰ
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（ニ）寄附促進の仕組みづくり  

市民・企業等からの共感を得て寄附の獲得につながるようＮＰＯの運営の健全性の

向上や情報公開を支援するとともに，寄附による先進事例を県のホームページで紹介

するなど，寄附のメリットや意義についての普及啓発を行っていきます。また，寄附

を得る上で整えておく必要がある会計情報の透明性等の向上を図るため，ＮＰＯにと

って必要な講座等を実施していきます。 

 

ホ ＮＰＯ活動拠点の確保 

活動拠点を必要としながら地域課題の解決に取り組むＮＰＯに対し，引き続き，県

が保有する遊休施設の貸付けを行い，活動の継続を支援するとともに，ＮＰＯ活動拠

点の確保を推進するため，市町村に遊休施設の運用手引書を提供するなど，市町村の

取組を支援します。 

 

 ２  基本方針２ 多様な主体とのパートナーシップの確立 

 

（１） 施策の柱１ ＮＰＯと行政とのパートナーシップを推進します 

 

 

イ 情報公開と政策プロセスへの参加促進 

（イ）政策プロセスへの参加促進のための情報公開 

政策の立案や事業の実施，結果の評価など政策プロセス全般において，市民やＮＰ

Ｏが参加できるよう情報の公開及び提供を推進します。 

（ロ）政策立案への参加機会の拡充 

パブリックコメント等多様な方法を通じて，市民及びＮＰＯから意見や情報を提供

してもらうなど，政策提案を促すことにより，政策立案への参加の機会を拡充します。 

（ハ）各種審議会委員の公募の推進 

政策や事業に市民及びＮＰＯ関係者の意見が反映されるよう，各種審議会委員の公

募を推進します。 

 

ロ 協働の推進 

（イ）多様な協働の推進 

住民サービスを提供するパートナーとして，ＮＰＯとの連携・協力を深め，補助・

助成や共催，後援，業務委託，情報提供・政策プロセスへの参加など，様々な形態の

協働を推進するとともに，その実績等を公表することにより，情報の共有を図ります。

また，ＮＰＯや企業等に様々な協働の取組を紹介していくことで，多様な主体との協

働を進めていきます。 

（ロ）事業発注の推進 

行政からの事業発注を受けることにより，ノウハウの蓄積や信頼性の向上などを図

ることが期待されることから，ＮＰＯへの業務委託の推進を目的として定められたＮ

ＰＯ推進事業発注ガイドラインに基づき，ＮＰＯの特質を考慮しながら，事業発注の

一層の推進に取り組みます。 

（ハ）協働の質の向上 

協働する事業の内容に応じて，企画段階から，ＮＰＯとの協議や参画の場を設ける

ことなどによって，ＮＰＯの特性が活かされるよう協働の質の向上を図ります。 

（ニ）協働しやすい環境づくり 

行政とＮＰＯの協働マニュアルを活用するとともに，県とＮＰＯとの意見交換を実

施するなど，協働しやすい環境づくりを進めます。また，ＮＰＯについての職員研修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 １

（１）「施策の柱１ NPO

を促進する体制を整備し

ます」を新基本計画第４章

第２節に組み替え 

※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 １

（１）イ「みやぎ NPO プ

ラザの機能の充実」を新基

本計画第４章第２節１に

組み替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

第

四

章 

 

第 

２ 

節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｏ活動の促進を図ります。また，地域のＮＰＯ支援施設や中間支援組織のネットワー

ク化を図り，地域間の情報交換を行いながら，アウトリーチ（訪問）型の事業の連携・

協力を推進します。また，ＮＰＯ支援施設が整備されていない地域では，市町村及び

ＮＰＯとの連携強化に取り組みます。さらに，県内全域のＮＰＯ活動の促進を図るた

め，効果的なＮＰＯ支援体制についての検討を進めます。 

 

（３） ＮＰＯ主体の運営  

みやぎＮＰＯプラザの運営については，現在，指定管理者により，学識経験者やＮ

ＰＯ関係者等からなる宮城県民間非営利活動プラザ運営評議会が設置され，審議が行

われていますが，引き続き，みやぎＮＰＯプラザの機能が十分に発揮されるよう，Ｎ

ＰＯ及びその活動に対する支援の在り方について検証・検討を行います。また，ＮＰ

Ｏとの信頼関係を構築し，自主性や主体性を尊重しながら，利用者のニーズに即した

より質の高いサービスの提供を目指し，効果的かつ効率的な運営を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第

四

章 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を定例化し，ワークショップやＮＰＯとの交流など実践的なメニューを取り入れなが

ら，全職員のＮＰＯに対する理解の促進を図ります。 

（ホ）ＮＰＯ推進事業の評価 

ＮＰＯとの協働により実施した事業については，その結果について，課題の検証と

事業の改善に取り組んでいきます。 

 

ハ 中間支援組織等との連携 

中間支援組織等は，自ら政策提言を行うほか，ＮＰＯと行政や企業などとの協働の

コーディネートやＮＰＯによる政策提言の意見調整を行うなど，重要な役割を担って

います。また，中間支援組織等は，ＮＰＯの支援を行い，ＮＰＯと行政や企業などと

をつなぐ「結び手」としての役割が期待されることから，一層の連携を図っていきま

す。 

 

ニ 東日本大震災の復興活動における協働 

復興活動は，国・県・市町村，企業，ＮＰＯ等，多様な主体の力を結集し，様々な

事業や取組が幅広く進められていく必要がありますが，ＮＰＯについては，現場目線

や柔軟性，機動性といったＮＰＯの強みを活かしたきめ細やかなサービスの提供な

ど，大きな役割を果たしています。 

特に，被災者の心のケアや地域コミュニティの再構築などについては，様々な事業

や取組が進められていることから，今後の多様な活動主体との協働に向けた支援を行

っていきます。 

 

ホ 市町村への協力・支援 

（イ）ＮＰＯとのパートナーシップの促進 

みやぎＮＰＯプラザにおいて，市町村職員を対象にしたＮＰＯに関する講座を開催

するなど，ＮＰＯに対する市町村職員の理解の促進を支援します。また，ＮＰＯと市

町村とのパートナーシップの構築が円滑に進むよう，県の各種事業を活用しながら，

市町村へ協力・支援を行います。 

（ロ）情報提供等 

みやぎＮＰＯプラザが発行する情報誌により，ＮＰＯ活動及びその促進に関する情

報を市町村に提供します。また，市町村が実施するＮＰＯ活動支援施策等を定期的に

調査し，その調査結果を市町村に提供するとともに，各市町村における優れた取組に

ついて，市町村ＮＰＯ担当課長会議などの場で情報共有を行います。さらに，市町村

がＮＰＯ活動の促進に関する条例や基本方針等を策定する場合やＮＰＯ法人認証の

権限移譲を希望する場合には，ノウハウや情報の提供など必要な支援を行います。 

（ハ）地域におけるＮＰＯ活動の拠点の整備促進 

地域におけるＮＰＯ活動の拠点を確保するため，市町村と連携・協力しながら，地

域の遊休施設等の有効活用を推進するなど，市町村のＮＰＯに対する取組を支援しま

す。 

（ニ）各地域における研修の開催 

みやぎＮＰＯプラザの事業として，各地域において，ＮＰＯのスタッフやＮＰＯの

設立を検討している住民等を対象に，人材育成や事業の進め方，会計，組織などＮＰ

Ｏ活動のマネジメントに必要な知識や技術等に関する研修会を開催します。また，地

域のＮＰＯ支援施設及び中間支援組織等のスタッフを対象に，ＮＰＯの支援に関する

研修を開催します。 
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２ ＮＰＯ支援施設及び中間支援組織への支援強化 

 

（１） 地域のＮＰＯ支援施設の機能の充実と連携 

① 連携・協働体制の構築 

各地域において様々なＮＰＯ活動の促進に関する施策が実施されるよう，地域にお

けるＮＰＯのサポート役である市町村のＮＰＯ支援施設等の機能強化を支援すると

ともに，みやぎＮＰＯプラザを中核とする連携・協働体制を構築します。 

② ＮＰＯ支援施設を対象とした研修等の実施 

ＮＰＯ支援施設の支援力向上のためＮＰＯ支援施設職員を対象とした人材育成研

修や，県内の中間支援組織，ＮＰＯを対象にニーズを踏まえた協働事業を実施します。 

③ ＮＰＯ支援施設が未設置地域に対する設置促進の働きかけ 

ＮＰＯ支援施設が整備されていない地域については，市町村に対して設置促進の働

きかけを行うとともに，必要な情報提供等の支援を行います。 

 

（２） 中間支援組織への支援 

 ＮＰＯが継続的かつ効果的に事業を展開していくためには，事業と組織のマネジメ

ントに関するノウハウが必要であり，これらのノウハウを持つ中間支援組織の役割が

重要になります。 

そこで，それぞれの中間支援組織の自主性を尊重しながら，その運営力強化につなが

る取組やネットワーク化への支援を行います。 
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（２） 施策の柱２ ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップを推進します 

 

イ ＮＰＯ 

ＮＰＯは，特定非営利活動促進法において２０分野が規定されているなど，その活

動内容は多種多様です。 

そうした活動分野を越えて，ＮＰＯが互いに知り合い，そのノウハウを共有する信

頼関係や，必要に応じて協働する連携関係を広げていくために，ＮＰＯ間の交流や情

報交換の場の提供など，連携・協働を推進します。 

 

ロ 企業 

ボランティアの派遣や助成制度の運営により，企業が社会的責任（ＣＳＲ）の一環

としてＮＰＯを支援するのみならず，社会貢献活動を共に行うパートナーとしてＮＰ

Ｏとの連携や協働を支援する取組などが，企業とＮＰＯとの間に生まれています。ま

た，ボランティア休暇の導入促進やプロボノなど，ボランティア活動に対する関心が

高まっています。そこで，更に密接な連携が進むよう，ＮＰＯ活動や協働の事例等に

ついての情報提供を行います。また，働く男女が活動に参加しやすい環境づくりなど，

企業のＮＰＯに対する一層の理解の促進を図ります。 

 

ハ 教育機関 

ＮＰＯの多くが，それぞれの取組から得た知見を次世代に伝えたい，活動の担い手を

広げたいとの思いから，学校教育との連携を求めています。また，そうしたＮＰＯが

学校と連携し，教育内容をより豊かにすることを実現している事例が生まれていま

す。こうした相乗効果を更に広げるために，学校教育や社会教育の場などの教育現場

とＮＰＯとの連携に努めます。 

 

ニ 大学等の学術研究機関 

学術研究機関においては， ＮＰＯと連携した調査研究やその成果の活用が行われて

いるほか，大学の授業におけるＮＰＯとの連携や学生のボランティア活動やインター

ンの受け皿としての連携など，新たな取組が進められています。 

今後，こうしたＮＰＯと大学等との関係が更に発展するよう，これまでの連携の実績

やその成果等について情報の収集と提供に努めます。 

 

ホ 震災復興のネットワーク 

東日本大震災発生直後から，県内はもとより，県外・国外からも数多くのＮＰＯや

ＮＧＯ等が被災地に入るとともに，地元においても新たなＮＰＯが数多く立ち上が

り，被災者支援や復興支援に向けたネットワークが形成されてきました。 

ＮＰＯがミッションを効果的・効率的に遂行できるように，こうした震災復興のネッ

トワークとの連携を推進していきます。 

 

ヘ 地域コミュニティ 

東日本大震災の被災地におけるコミュニティの再構築が喫緊の課題となっていま

すが，今後多くの地域において更なる少子高齢化が見込まれる中にあって，一人一人

が孤立せず人間らしく尊厳を持って生き抜くことができる地域社会の形成は，大きな

社会的課題として浮上しています。 

こうした地域課題の解決にＮＰＯが力を発揮するためには，町内会・自治会といっ

た地縁組織，商工会や商工会議所，青年会議所，社会福祉協議会など，地域の多様な

主体との連携・協働が不可欠であり，そうした地域コミュニティとＮＰＯとの連携を

※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 １

（１）ロ「地域の NPO 支

援施設の機能の充実と連

携」を新基本計画第４章第

２節（１）に組み替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 １

（１）ハ「中間支援組織等

への支援」を新基本計画第

４章第２節２（２）に組み

替え 
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第３節 基本方針３  多様な主体とのパートナーシップの確立 

 

    施策の柱３ ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップを推進します 

 

１ ＮＰＯと行政との協働の推進 

 

（１） 情報公開と政策プロセスへの参加促進 

① 政策プロセスへの参加促進のための情報公開 

政策の立案や事業の実施，結果の評価など政策プロセス全般において，市民やＮ

ＰＯが参加できるよう情報の公開及び提供を推進します。 

② 政策立案への参加機会の拡充  

パブリックコメント等多様な方法を通じて，市民及びＮＰＯから意見や情報を提

供してもらうなど，政策提案を促すことにより，政策立案への参加の機会を拡充し

ます。 

③ 各種審議会委員の公募の推進 

政策や事業に市民及びＮＰＯ関係者の意見が反映されるよう，各種審議会委員の

公募を推進します。 

 

（２）協働の推進 

① 多様な協働の推進 

住民サービスを提供するパートナーとして，ＮＰＯとの連携・協力を深め，補助・

助成や共催，後援，業務委託，情報提供・政策プロセスへの参加など，様々な形態

の協働を推進するとともに，その実績等を公表することにより，情報の共有を図り

ます。また，ＮＰＯや企業等に様々な協働の取組を紹介していくことで，多様な主

体との協働を進めていきます。 

② 事業発注の推進 

行政からの事業発注を受けることにより，ノウハウの蓄積や信頼性の向上などを

図ることが期待されることから，ＮＰＯへの業務委託の推進を目的として定められ

た「ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン」に基づき，ＮＰＯの特質を考慮しながら，

事業発注の一層の推進に取り組みます。 

③ 協働の質の向上 

協働する事業の内容に応じて，企画段階から，ＮＰＯとの協議や参画の場を設け

ることなどによって，ＮＰＯの特性が活かされるよう協働の質の向上を図ります。 

④ 協働しやすい環境づくり 

行政とＮＰＯの協働マニュアルを活用するとともに，県とＮＰＯとの意見交換を

実施するなど，協働しやすい環境づくりを進めます。また，ＮＰＯについての職員

研修を定例化し，ワークショップやＮＰＯとの交流など実践的なメニューを取り入

れながら，全職員のＮＰＯに対する理解の促進を図ります。 

⑤ ＮＰＯ推進事業の評価 

ＮＰＯとの協働により実施した事業については，その結果について，課題の検証

と事業の改善に取り組んでいきます。 

 

（３）市町村への協力・支援 

① ＮＰＯとのパートナーシップの促進 
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推進していきます。 

 

 

 

 

 

※旧基本計画第４章２「基

本方針２ 多様な主体と

のパートナーシップの確

立」を新基本計画第４章第

３節に組み替え 

※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 ２

（１）施策の柱１ NPO

と行政とのパートナーシ

ップを推進します」を新基

本 計 画 第 ４ 章 第 ３ 節 １

「NPO と行政との協働の

推進」に組み替え 
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みやぎＮＰＯプラザにおいて，市町村職員を対象にしたＮＰＯに関する講座を開

催するなど，ＮＰＯに対する市町村職員の理解の促進を支援します。また，ＮＰＯ

と市町村とのパートナーシップの構築が円滑に進むよう，県の各種事業を活用しな

がら，市町村へ協力・支援を行います。 

② 情報提供等 

みやぎＮＰＯプラザが発行する情報誌やみやぎ情報ネットでの情報発信により，

ＮＰＯ活動及びその促進に関する情報を市町村に提供します。また，市町村が実施

するＮＰＯ活動支援施策等を定期的に調査し，その調査結果を市町村に提供すると

ともに，各市町村における優れた取組について，市町村ＮＰＯ担当課長会議などの

場で情報共有を行います。さらに，市町村がＮＰＯ活動の促進に関する条例や基本

方針等を策定する場合やＮＰＯ法人認証の権限移譲を希望する場合には，ノウハウ

や情報の提供など必要な支援を行います。 

 

２ ＮＰＯと多様な主体との協働の推進 

 

（１） ＮＰＯ 

ＮＰＯは，特定非営利活動促進法において２０分野が規定されているなど，その活

動内容は多種多様です。そうした活動分野を越えて，ＮＰＯが互いに知り合い，その

ノウハウを共有する信頼関係や，必要に応じて協働する連携関係を広げていくため

に，ＮＰＯ間の交流や情報交換の場の提供など，連携・協働を推進します。 

 

（２） 企業 

ボランティアの派遣や助成制度の運営により，企業が社会的責任（ＣＳＲ）の一環

としてＮＰＯを支援するのみならず，社会貢献活動を共に行うパートナーとしてＮＰ

Ｏとの連携や協働を支援する取組などが，企業とＮＰＯとの間に生まれています。ま

た，ボランティア休暇の導入促進やプロボノなど，ボランティア活動に対する関心が

高まっています。 

そこで，更に密接な連携が進むよう，ＮＰＯ活動や協働の事例等についての情報提

供を行います。また，従業員が活動に参加しやすい環境づくりの推進など，企業のＮ

ＰＯに対する一層の理解の促進を図ります。 

 

（３） 教育機関 

 ＮＰＯの多くが，それぞれの取組から得た知見を次世代に伝えたい，活動の担い手

を広げたいとの思いから，学校教育との連携を求めています。また，そうしたＮＰＯ

が学校と連携し，児童・生徒の体験活動の機会や場を提供するとともに，社会貢献活

動への意識の醸成と活動意欲を喚起するなど教育内容をより豊かにすることを実現

しています。こうした相乗効果を更に広げるために，学校教育や社会教育の場などの

教育現場とＮＰＯとの連携強化に努めます。 

 

（４） 大学等の学術研究機関 

学術研究機関においては，ＮＰＯと連携した調査研究やその成果の活用が行われて

いるほか，大学の授業におけるＮＰＯとの連携や学生のボランティア活動やインター

ンの受け皿としての連携などの取組が進められています。 

今後，こうしたＮＰＯと大学等との関係が更に発展するよう，これまでの連携の実績

やその成果等について情報の収集と提供に努めます。 

 

（５） 地域コミュニティ 
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※ 旧 基 本 計 画 第 ４ 章 ２

（２）施策の柱２ NPO

と多様な主体とのパート

ナーシップを推進します」

を新基本計画第４章第３

節２「NPO と多様な主体

との協働の推進」に組み替

え 
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 東日本大震災の被災地においてはコミュニティの再構築が引き続き課題となって

いますが，多くの地域において人口減少や少子高齢化が進展する中で，コミュニティ

の希薄化が懸念されています。一人一人が孤立せず人間らしく尊厳を持って生き抜く

ことができる地域社会の形成は，大きな社会的課題となっています。 

こうした地域課題の解決にＮＰＯが力を発揮するためには，町内会・自治会といった

地縁組織，商工会や商工会議所，青年会議所，社会福祉協議会など地域の多様な主体

との連携・協働が不可欠であり，そうした地域コミュニティとＮＰＯとの連携を推進

していきます。 

 

３ ＳＤＧｓを意識した活動の促進 ※新規 

ＳＤＧｓが採択されてから，企業・行政等によるＳＤＧｓの目標達成に向けた取組

が広がってきています。目的を共有する多様な主体とＮＰＯがそれぞれの特性を活か

し，お互いの立場を尊重しながら，連携・協働することにより活動の質が高まり，目

標達成につながることが期待されます。 

Ｎ ＰＯは様々な分野で活動していますが，いずれの活動もＳＤＧｓの達成につなが

っている認識を深めるとともに，多様な主体との交流の場を創出するなどＳＤＧｓを

意識した活動の促進に努めます。 

 

４ 復興活動における協働，防災・新たな災害や感染症等に備えた体制構築 ※新規 

 震災復興において，ＮＰＯが被災地の多様化するニーズや課題に対応した活動を継

続していくため，多様な主体との連携・協働を引き続き推進していきます。また，震

災の経験を踏まえ，今後起こりうる自然災害や感染症等不測の事態に備え，行政をは

じめ社会福祉協議会，ＮＰＯやボランティアなどの平時からの関係づくりに努めま

す。 
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※第４章第３節３は新規 

 

 

 

 

 

 

 

※第４章第３節４は新規 
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第５章 基本計画を推進するための体制づくり 

 第４章で示した施策や事業を着実に展開していくため，県は，次のような体制づく

りを進めます。 

 

第１節 宮城県民間非営利活動促進委員会 

 促進条例に基づき，学識経験者や，ＮＰＯ関係者，市町村の代表者，企業，公募委

員を中心とした委員により構成される   宮城県民間非営利活動促進委員会が設

置されています。この委員会は，民間非営利活動の促進に関する基本的な事項を調査・

審議し，知事に意見を述べることができるとされており，毎年度の県のＮＰＯ活動の

促進に関する施策の実施状況の審議などを行っています。 

特に，ＮＰＯに関する県の施策の充実に向けた議論を行っていくとともに，基本計

画に基づく施策・事業の実施状況の検証や，より効果的な施策の実施等に対する助言・

提言を行っていただけるよう，引き続き，委員会を開催するとともに，その機能が十

分に発揮されるよう適正な運営を行います。 

 

第２節 県庁内におけるＮＰＯ活動の推進体制 

１ 新・宮城の将来ビジョンにおけるＮＰＯの位置付け  ※10/26 最終案の内容 

「宮城の将来ビジョン」「宮城県震災復興計画」「宮城県地方創生総合戦略」に掲げ

る理念等を継承し，一つの計画に統合し策定された「新・宮城の将来ビジョン」では，

「富県躍進！“PROGRESS Miyagi“～多様な主体との連携による活力ある宮城を目

指して～」を県政運営の理念とし，ＳＤＧｓの共通言語の性質を活かし，ビジョンに

掲げる目指す姿等を県民と共有するとともに，世界の目標であるＳＤＧｓの達成につ
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第５章 基本計画を推進するための体制づくり 

第４章で示した施策や事業を着実に展開していくため，県は，次のような体制づく

りを進めます。 

 

 １  宮城県民間非営利活動促進委員会 

             有識者，ＮＰＯ   ，市町村の代表者，企業，公募委

員を中心とした委員により構成される公開の宮城県民間非営利活動促進委員会を今

後も開催し，その機能が十分発揮されるよう適正な運営を行います。        

                                       

                                       

特に，                               基本計

画に基づく施策・事業の実施状況の検証や，より効果的な施策の実施等に対する助言・

提言を行っていただき                            

                 ます。 

 

 ２  県庁内におけるＮＰＯ活動の推進体制 

（１） 震災復興計画におけるＮＰＯの位置付け 

国・県・市町村，企業，団体，ＮＰＯなど，多様な活動主体が総力を結集しなけれ

ば，ふるさと宮城の復興と発展を実現することはできないため，復興に向けた様々な

活動に対する支援体制を構築することとしています。 

 

（２） 宮城県地方創生総合戦略におけるＮＰＯの位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ５ 章 ２

（１）及び（２）を新基本

計画第５章第２節１に組

み替え 
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ながっている認識を深め，これまで以上に県民，企業，ＮＰＯ，大学，研究機関，行

政など，多様な主体が参画，連携・協働しながら県内経済を安定的に成長させ，子育

てや教育，福祉，社会資本整備，豊かな自然や文化の継承，芸術やスポーツの振興，

災害対策など，安全安心で質の高い暮らしの実現や地域の魅力を高める取組を更に推

進していくことを掲げています。この趣旨を踏まえ，多様な主体との連携・協働を進

めていく上での必要な支援体制を構築していきます。 

 

２ ＮＰＯ活動の促進のための情報共有と推進体制の整備 

ＮＰＯの活動は様々な分野で行われており，県の担当部署も県庁各課室，地方機関

に及んでいます。複雑かつ多様化する課題を解決するためには，県庁内関係各課室及

び地方機関において情報共有を図ることが今後ますます重要となってきます。ＮＰＯ

活動推進担当課を県とＮＰＯとの協働に関する相談窓口に位置付け，連絡調整を行う

とともに，県内各地域でのＮＰＯ活動を促進するための情報提供を行います。 

また，令和２年９月に決定した「みやぎデジタルファースト宣言」に基づくデジタ

ル化の推進など，時代の変化を捉えた新しい取組について県庁内での体制整備を進

め，ＮＰＯ活動支援の施策につなげるよう努めます。 

 

 

 

 

 ３  ＮＰＯ関連施策の調査と課題解決に向けた協力体制の推進 

県庁内の各課室及び地方機関におけるＮＰＯ関連施策の実施状況を定期的に調査

し，その結果を公表するとともに，今後のＮＰＯとの協働や施策の推進のために活用

します。また，ＮＰＯ活動の分野ごとに様々な課題が存在することから，課題解決に

向けて，関係機関とＮＰＯとが広く連携・協力する体制の充実に努めます。 

 

 ４  職員への研修の充実 

ＮＰＯ等の優れた活動や協働の事例についてのワークショップやＮＰＯとの交流

など，実践的なメニューを取り入れた職員研修を定期的に開催します。これらの取組

を通じて多様な主体との協働に関する理解を深め，ＮＰＯの政策プロセスへの参加や

ＮＰＯとの協働の促進を図ります。 

 

 ５  国への政策提言 

ＮＰＯ法人への税制上の優遇措置などＮＰＯに関する国の動向を十分に踏まえつ

つ，他の都道府県等とも連携しながら，様々な機会を通じ，ＮＰＯ活動の促進に向け

た政策提言を行います。 

 

第３節 市町村との連携 

 ＮＰＯ活動を県内全域で促進していくためには，市町村との連携・協力が不可欠で

あることから，市町村ＮＰＯ担当課長会議等を定期的に開催するなど，市町村との連

携・協力の強化を図ります。特に，基本計画に基づく事業について周知を図るととも

に，協力を求めていきます。 

 

第４節 基本計画の見直し 

 この基本計画改定後，５年を目途として各施策の検証を行い公表するとともに，Ｎ

ＰＯの実態調査等を実施し，計画の見直しを行います。 

なお，この基本計画に基づく事業については，社会経済情勢の変化等に応じて適宜
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宮城県地方創生総合戦略においては，「それぞれのコミュニティが有する可能性を

最大限生かしていく」ための多様な主体の一つとして，企業や大学等と並んで，ＮＰ

Ｏが位置付けられています。ここで期待された役割をＮＰＯが果たすことができるよ

う，必要な方策を講じていきます。 

 

 

 

（３） 県庁内の各課室における情報共有と推進体制の整備 

ＮＰＯの活動は様々な分野で行われており，県の担当部署も県庁各課室      

に及んでいます。複雑かつ多様化する課題を解決するためには，県庁内関係各課室  

      において情報共有を図る             とともに，ＮＰＯ

活動推進担当課を県とＮＰＯとの協働に関する相談窓口に位置付け，連絡調整を行  

                               います。 

 

（４） 地方機関におけるＮＰＯ活動の促進 

県内各地域でのＮＰＯ活動を促進するため，地方機関へ情報提供を行うとともに，

県庁内の各課室と地方機関との連携に努めます。 

特に，各地域においてみやぎＮＰＯプラザが講座の開催など事業を実施する場合に

は，関係地方機関との連携の充実を図ります。 

 

（５） ＮＰＯ関連施策の調査と課題解決に向けた協力体制の推進 

県庁内の各課室及び地方機関におけるＮＰＯ関連施策の実施状況を定期的に調査

し，その結果を公表するとともに，今後のＮＰＯとの協働や施策の推進のために活用

します。また，ＮＰＯ活動の分野ごとに様々な課題が存在することから，課題解決に

向けて，関係機関とＮＰＯとが広く連携・協力する体制の充実に努めます。 

 

（６） 職員への研修の充実 

ＮＰＯ等の優れた活動や協働の事例についてのワークショップやＮＰＯとの交流

など，実践的なメニューを取り入れた職員研修を定期的に開催します。これらの取組

を通じて多様な主体との協働に関する理解を深め，ＮＰＯの政策プロセスへの参加や

ＮＰＯとの協働の促進を図ります。 

 

（７） 国への政策提言 

ＮＰＯ法人への税制上の優遇措置などＮＰＯに関する国の動向を十分に踏まえつ

つ，他の都道府県等とも連携しながら，様々な機会を通じ，ＮＰＯ活動の促進に向け

た政策提言を行います。 

 

 ３  市町村との連携 

ＮＰＯ活動を県内全域で促進していくためには，市町村との連携・協力が不可欠で

あることから，市町村ＮＰＯ担当課長会議等を定期的に開催するなど，市町村との連

携・協力の強化を図ります。特に，基本計画に基づく事業について周知を図るととも

に，協力を求めていきます。 

 

 ４  基本計画の見直し 

この基本計画改定後，５年を目途として各施策の検証を行い公表するとともに，Ｎ

ＰＯの実態調査等を実施し，計画の見直しを行います。 

なお，この基本計画に基づく事業については，社会経済情勢の変化等に応じて適宜

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧 基 本 計 画 第 ５ 章 ２

（３）及び（４）を新基本

計画第５章第２節２に組

み替え 
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見直しを行いながら，ＮＰＯ活動に対する施策を円滑かつ効果的に実施していきま

す。 

見直しを行いながら，ＮＰＯ活動に対する施策を円滑かつ効果的に実施していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 


